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序章 はじめに 

 

次世代のＩＰインフラはどう在るべきか？ 

日本のみならず世界の情報通信政策にとって決定的に重要なこのテーマに関

し、当研究会では、まず、世界 安・ 速のブロードバンド環境を実現してい

る我が国において、急増するトラヒックに備え、インターネットの基幹通信網

（バックボーン）をどのように強化すべきかについて検討を行い、２００４年

６月に「第一次報告書」を取りまとめた。 

この結果、総務省・大手ＩＳＰ・学界の協力の下、我が国インターネットに

おけるトラヒックを集計・試算する取組みが２００４年秋に行われたほか、「次

世代バックボーンに関する研究開発」プロジェクトが２００５年度から５ヶ年

計画で開始されることとなった。 

その後も、これまでの電話のネットワークからＩＰネットワークへ移行する

方針を示す通信事業者が内外に出てきており、情報通信インフラは大きな転換

点を迎えている状況にある。 

ＩＰネットワークへの移行を展望するとき、不正アクセス、ウイルス、ワー

ム等、これまでの電話のネットワークでは大きな社会問題とならなかった情報

セキュリティに係る課題を克服することが肝要であり、２００５年７月の「第

二次報告書」では、今後集中的に取り組むべき施策をパッケージ化し、「情報セ

キュリティ政策２００５」として取りまとめている。 

 

そして、この「第三次報告書」では、ＩＰネットワークへの円滑な移行を確

保しようとするに当たって、これまでの電話サービスが１００年以上の歴史を

有し、国民生活における も基本的なコミュニケーション手段として依然とし

て大きな役割を果たしていること、更にはその技術的特性から他のサービスと

は異なる取扱いが要求される場合が多いこと等から、ＩＰネットワークに移行

した後の電話サービスの在り方に焦点を当てて検討を行っている。 

まず、第１章においては、ＩＰ化を巡る内外の動向として、ＩＰ化・ブロー

ドバンド化の進捗状況や我が国における政策的対応、更には内外の電気通信事

業者のＩＰ化に向けた対応等について現状の整理を行った。 

次に、第２章においては、ネットワークの早期ＩＰ化の意義及びその基本的

な要求条件について一定の整理を行った上で、現在、オールＩＰ化を進める上
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でどのような点が課題となるのかについて、全体的な検討を行っている。 

続いて、第３章～第６章においては、各個別課題について詳細な検討を加え

ている。具体的には、第３章においては品質・機能の確保について、第４章に

おいては安全性・信頼性の確保について、第５章においては相互接続性・運用

性の確保について、第６章においてはその他の主要課題についての検討を行っ

ている。 

後に、第７章においては、全体的な総括として、オールＩＰ化の実現に向

けた基本的な考え方を整理するとともに、その具体的な方策をアクションプラ

ンとして取りまとめている。 

社会インフラとして情報通信ネットワークが益々重要なものとなっていく中

で、ネットワークのオールＩＰ化への移行という大きな変革の波にいかに適切

かつ戦略的に対応していくかが、ＩＣＴ産業の今後、ひいては我が国の社会経

済生活全般に大きな影響を及ぼすと言っても過言ではない。 

本報告書の取りまとめが１つの契機となって、我が国のネットワークの一層

の進化が図られ、他国に先駆けて「ユビキタスネットワーク社会」が実現する

ことを切に希望し、序章の言葉に代えることとしたい。 
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第１章 ネットワークのＩＰ化を巡る内外の動向 

 

１．１ ＩＰ系サービス・ネットワークの普及状況 

 

我が国では、ＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネット等のブロードバン

ドアクセス網の普及・進展や料金の低廉化等により、近年、ＩＰネットワーク

への常時接続環境の整備が急速に進んでいる。 

 

また、ＩＰネットワーク関連機器の高機能化や低廉化等に伴い、ＩＰネット

ワークの一層のブロードバンド化・低料金化が進み、ＩＰ電話を初めとしたＩ

Ｐネットワーク上で展開される様々なアプリケーションを多くの人が利用でき

る環境も整備されつつあることもあり、総体として、従来の電話網（ＰＳＴＮ：

Public Switched Telephone Network）を中心とするネットワークからＩＰを基

盤とするネットワークへと向かう変化が加速してきている状況にある。 

 

（１）ブロードバンドサービス（ＤＳＬアクセスサービス、ＦＴＴＨアクセス

サービス、ＣＡＴＶアクセスサービス、ＦＷＡアクセスサービス） 

 

○ 我が国のブロードバンドサービスの契約数の推移は図１－１のとおり

であり、２００４年１２月末現在での総契約数は１８６６万に達している

（ＤＳＬアクセスサービス：１３３３万、ＦＴＴＨアクセスサービス：２

４３万、ＣＡＴＶアクセスサービス：２８７万、ＦＷＡアクセスサービス：

３万）。 

 

図１－１ 我が国のブロードバンドサービスの契約数の推移 

243

1,333

287

3

391

624

954

1,246

1,526

1,766

1,866

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H14.3末 H14.9末 H15.3末 H15.9末 H16.3末 H16.9末 H16.12末

FWA

CATVインターネット

ADSL

FTTH

ブロードバンドサービス(上記３サービスの合計)

（単位：万回線）

 



 6

（２）ＩＰ電話サービス 

 

 ○ ブロードバンドサービスの伸長と相まって、我が国においては他国と比

較してもＩＰ電話サービスのユーザが順調に増加している状況にあり、図

１－２のとおり、２００５年３月末現在のＩＰ電話に用いられている電気

通信番号数は既に約８３０万番号に達している（図１－２）。 

 

○ なお、ＩＰ電話に用いられる電話番号については、 

①０５０－ＣＤＥＦ－ＧＨＪＫ 

電話として利用できる 低限の品質を有し、ロケーションフリーで利

用可能（地理的識別性を有しない）であるＩＰ電話に指定するもの 

  ②０ＡＢ～Ｊ 

現行の固定電話と同等の品質、地理的識別性を有するとともに、緊急

通報（１１０番等）が可能であるＩＰ電話に指定するもの 

の２種類が存在するが、このうち０５０番号については、２００２年１１

月２５日の指定開始以降、２００５年３月末時点で２８社に対して１８０

６万番号を既に指定済み（図１－３）であり、利用番号数も２００４年９

月末現在で６９４万に達している。 

  一方で、０ＡＢ～Ｊ番号についは、２００５年４月１日時点で１４社が

サービス提供し、利用番号数は２００４年９月末現在で８．１万に留まっ

ているものの、今後、ＦＴＴＨの普及等に伴って０ＡＢ～Ｊ番号を利用し

たＩＰ電話も急速に進展していくものと予想される。 

 

図１－２ 我が国のＩＰ電話に用いられる電気通信番号数 
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 図１－３ 電気通信事業者に指定した電気通信番号数（2005.3 末） 
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ンズ,
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２億５４４１万番号

 

 

（３）企業向けネットワークサービス  

 

○ 電気通信事業者が提供する企業向けネットワークサービスについても、

従来の専用線等のレガシーサービスから、ＩＰ系のサービスを主力のメニ

ューとする動きが加速しつつある。 

 

○ 企業向けネットワークサービスの端末回線数は増加傾向にあり、２００

４年１２月末でＩＰ－ＶＰＮサービスの端末回線数は、２３．５万、広域

イーサネットの端末回線数は、１０．６万に達している。 

   また、２００５年３月末のＮＴＴ東西の提供する「メガデータネッツ」、

「フレッツ・オフィス」、「フレッツ・グループ（アクセス）」の端末回線数

は、合計で１３．２万回線に達している（図１－４）。 
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図１－４ 企業向けネットワークサービスの端末回線数の推移 

 

 

 

（４）無線系ネットワーク 

 

 ○ ２００５年４月末の第３世代携帯電話（３Ｇ）の契約数は、３１５５万

に達している（図１－５）。しかしながら、携帯電話事業者自身の基幹ネッ

トワークについては、ＩＰ化が進んでいるとはまだ言えない状況にあり、

更に、端末からバックボーンまでのエンド・トゥ・エンドでのオールＩＰ

化は今後の課題と言える。 

 

図１－５ 第３世代携帯電話の契約数の推移 
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 （出所）（社）電気通信事業者協会資料 



 9

 ○ その他の無線システムについて見ると、２００４年１２月末の公衆無線

ＬＡＮの契約数は、９．７万であり（図１－６）、未だ黎明期の段階にある。 

 

図１－６ 公衆無線ＬＡＮの契約数の推 
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（※）　本数値は継続的な契約関係を有さず利用の都度契約して提供するサービス（プリペイドカードに
　　　　より課金を行うサービスを含む。）の契約者数は、集計対象としていない。

 

  

○ なお、総務省ワイヤレスブロードバンド推進研究会においては、世界

先端のワイヤレスブロードバンドサービス環境の構築を目指し、周波数の

再配分の具体化を示していくことを 大の目標に掲げ、このため、国内外

のワイヤレスブロードバンドサービスの動向把握、将来のワイヤレスブロ

ードバンドの利用形態・マーケットの把握、ワイヤレスブロードバンド普

及のための課題の抽出・普及推進方策の検討等について、産業界を初め広

くオープンな場で議論を行っている（図１－７）。 

 

図１－７ ワイヤレスブロードバンド推進研究会の概要 

 

ワイヤレスブロードバンド
推進研究会での議論

世界 先端の
ワイヤレスブロードバンド環境の構築
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ユビキタスネットワーク社会の実現ユビキタスネットワーク社会の実現

将来のワイヤレスブロードバンドの将来のワイヤレスブロードバンドの
利用形態、マーケットの把握利用形態、マーケットの把握

ワイヤレスブロードバンドワイヤレスブロードバンド
普及のための課題の抽出普及のための課題の抽出

普及推進方策の検討普及推進方策の検討

国内外のワイヤレスブロード国内外のワイヤレスブロード
バンドサービスの動向の把握バンドサービスの動向の把握

「電波政策ビジョン」

（平成15年7月 情報通信審議会答申）

「周波数の再編方針」

ワイヤレスブロードバンド推進の具体策を
早急にブレイクダウンすることが必要

（平成15年10月 総務省）

新たな電波産業市場の開拓新たな電波産業市場の開拓

新たな生活スタイルの創造新たな生活スタイルの創造
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デ
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（出所）総務省「ワイヤレスブロードバンド推進研究会」中間報告書（平成１７年４月） 
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（５）その他ネットワーク（学術系ネットワーク等）の動向 

 

○ 次に、電気通信事業以外のネットワークについて見ると、学術・研究系

ネットワークや地方公共団体のネットワークといった、いわゆる非営利の

ネットワークについても下記のとおりＩＰ化・ブロードバンド化が着実に

進展している状況にあると言える。 

 

  ① 学術系ネットワーク（SINET/スーパーSINET） 

    国立情報学研究所では、１９８７年１月から日本全国の大学、研究機

関等の学術情報基盤として、学術情報ネットワーク（ＳＩＮＥＴ:Science 

Information NETwork）を構築・運用している。これは、全国の大学等研

究機関相互間を１００～２００Ｍｂｐｓで接続し、欧米をはじめとする

多くの海外研究ネットワークと相互接続している。 

また、２００２年１月には、先端的学術研究機関の連携を強化するた

めに、インターネット・バックボーンを１０Ｇｂｐｓ、研究機関相互間

を１Ｇｂｐｓで直結する「スーパーＳＩＮＥＴ」を構築・運用している。 

 

図１－８ 学術情報ネットワーク（SINET/スーパーSINET）の構成図 

 

 

（出所）国立情報学研究所資料 

 

  ② 研究開発用ギガビットネットワーク（ＪＧＮ・ＪＧＮⅡ） 

    独立行政法人情報通信研究機構が、１９９９年４月から２００４年３

月の間、ＩＰｖ６の普及・開発促進等のためのオープンなテストベッド

として研究開発用ギガビットネットワーク（ＪＧＮ）を運用してきたが、

２００４年４月から光とＩＰを基本としＪＧＮ（ 大 2.4Gbps）に比べ
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大 20Gbps に高速化したＪＧＮⅡの運用を開始した。 

 

図１－９ ＪＧＮⅡネットワークの概要 

 

 
 （出所）独立行政法人情報通信研究機構資料 

 

  ③ 地方公共団体のネットワーク 

    「情報ハイウェイ」を整備している都道府県は、２００５年４月現在、

３８団体ある。整備団体の多くは、高速の光ファイバ（１００Ｍｂｐｓ

以上）で基幹網を構築しており、ギガビット級の超高速ネットワークを

整備しているのは２０団体となっている。 

    このうち、先進的な都道府県（１８団体）では、圏下の全ての市区町

村と接続している情報ハイウェイを構築している。また、今後市町村と

の接続を予定している都道府県は１６団体となっている。 
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図１－１０ 主な情報ハイウェイの整備状況 

 

 

 

表１－１ 主な「情報ハイウェイ」の整備状況 

 

ネットワーク名 整備状況 

いばらきブロードバンド

ネットワーク（茨城県） 

2003 年 4 月から運用開始。 高 2.4Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

岡山情報ハイウェイ（岡山

県） 

1999 年 4 月から運用開始。 高 10Gbps のバックボーンを用

いたネットワークで 2003年には全国に先駆けて IPv6 化を実

現。民間利用も可能。 

岐阜情報スーパーハイウ

ェイ（岐阜県） 

2003 年 4 月から運用を開始。 高 4Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

京都デジタル疏水ネット

ワーク（京都府） 

2003 年 4 月から運用開始。 高 2.4Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

高知県新情報ハイウェイ

（高知県） 

2003 年 2 月から運用開始。 高 2.4Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

兵庫情報ハイウェイ（兵庫

県） 

2002 年 4 月から運用開始。 高 1.8Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

ふくおかギガビットハイ

ウェイ（福岡県） 

2001 年 11 月から運用開始。 高 2.4Gbps のバックボーンを

用いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民

間利用も可能。 

宮崎情報ハイウェイ２１

（宮崎県） 

2002 年 8 月から運用開始。 高 2.4Gbps のバックボーンを用

いて MPLS を採用した IP-VPN による仮想閉域網を構築。民間

利用も可能。 

 （出所）各府県ＨＰ 
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（６）諸外国におけるブロードバンドサービスの普及状況 

 

○ 各国のブロードバンドの普及度合いについては、現在のところ、我が国

は他国と比較してもブロードバンドサービスが進展している状況にあり、

ブロードバンドサービス全体の契約数を主な諸外国と比較した場合、米国

に次ぐ地位（中国を除く）にあり特にＦＴＴＨアクセスサービスの契約数

は日本が一位となっている（図１－１１）。また、回線速度あたりの料金

は日本が も安い（図１－１２）。 

 

○ 米国のブロードバンドサービス契約数は、２００４年１２月末で約３０

００万となっており、ＣＡＴＶの普及に伴い、ＣＡＴＶアクセスサービス

の契約数が も多く、全体の６０％以上を占めている。 

  

○ 欧州のブロードバンドサービスについては、ＤＳＬアクセスサービスを

中心に契約数を伸ばしているが、普及率では一部の国（ベルギー、デンマ

ーク、フィンランド、オランダ、）を除き、日本などの先進地域に遅れて

いる。 

 

 ○ 韓国のブロードバンドサービス契約数は、２００５年３月現在で約１２

００万となっている。主なブロードバンドサービスはＤＳＬアクセスサー

ビスとＣＡＴＶアクセスサービスであり、速度あたりの料金も日本に次い

で安い。 

 

図１－１１ 主な諸外国のブロードバンドサービス契約数の現状 
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 図１－１２ 諸外国の通信速度当たりのブロードバンド料金 

 

 

（出所）“ITU Internet Reports 2004: The Portable Internet” (2004 年 9 月) 

 

 ○ 「日本のＩＣＴインフラに関する国際比較評価レポート」（２００５年５

月 総務省）によれば、日本はＩＣＴインフラの利用料金、質、モバイル

度では、世界 先端レベルの指標が存在する。一方、今後、更なるＩＣＴ

インフラの利活用を推進するためには、普及率の向上、社会基盤としての

優先度の向上、安心・安全対策の重視が必要であるとしている。 
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図１－１３ 日本のＩＣＴインフラに関する国際比較 
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１．２ ブロードバンドネットワーク推進のための我が国の政策的対応 

 

（１）e-Japan 戦略・e-Japan 重点計画（図１－１４） 

  

○ ＩＣＴの国家戦略として２００１年１月に策定された「e-Japan 戦略」

においては、「我が国が５年以内に世界 先端のＩＴ国家となる」旨を大目

標として設定している。 

 

 ○ 続いて２００３年７月に策定された「e-Japan 戦略Ⅱ」においては、「「５

年以内（２００５年）までに世界 先端のＩＴ国家となる」という大目標

を実現するとともに、２００６年以降も世界 先端であり続けることを目

指す。」旨の大目標を設定している。 

 

図１－１４ 我が国のＩＣＴ戦略 

 

 

 （出所）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部資料 

 

○ また、「e-Japan 戦略」のアクションプランである「e-Japan 重点計画

-2004」（２００４年６月策定）では、実利用ベースの目標を、「有線・無線

を問わず、高速インターネットアクセス（144Kbps 以上 30Mbps 未満）へ４

０００加入、それに加えて超高速インターネットアクセス(30Mbps 以上)へ

１０００万加入を達成する」とのユビキタスネットワーク化の進展を踏ま

えた新たな目標を設定したところである。 
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（２）u-Japan 政策 

 

 ○ 総務省では、「e-Japan 戦略」を踏まえ、２００４年１２月に「u-Japan

政策」を策定したところである。 

 

 ○ u-Japan 政策では「２０１０年には世界 先端のＩＣＴ国家として先導

する」旨の大目標を設定。ユビキタスネットワーク整備については、「２０

１０年までに国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に」と

の目標を設定している。 

 

 

 ○ この目標を実現するために、①有線・無線のシームレスなアクセス環境

の整備、②ブロードバンド基盤の全国的整備、③実物系ネットワークの確

立、④ネットワーク・コラボレーションの基盤整備、の４点を重点戦略と

して策定している。 

 

図１－１５ u-Japan 政策パッケージ：ユビキタスネットワークの整備 
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 ○ 特に、「有線・無線のシームレスなアクセス環境の整備」を実現するため

には、利用者の接続場所の制約を解放するための電波利用の拡大、固定系

と移動系に分かれた技術やサービスの融合や、通信と放送の連携を進める

他、ＩＰ化が急速に進展するネットワークインフラを高度化するため、情

報家電ＩＰｖ６化、ＩＰｖ６移行実証実験を推進するとともに、トラヒッ

クの分散や通信品質の確保等を可能とするＩＰバックボーン技術の研究開

発、超高速インターネット衛星の研究開発等を行うこととしている。 

 

（３）次世代ブロードバンド構想２０１０ 

 

 ○ 総務省で開催している「全国均衡のあるブロードバンド基盤の整備に関

する研究会」において、２００５年７月に「次世代ブロードバンド構想２

０１０」を取りまとめる予定である。この中では、２０１０年に向けた新

たな整備目標として次の２点を提唱している。 

  ① ディジタル・デバイドの解消に関する目標： 

    ２００８年までにブロードバンド・ゼロ市町村を解消する。２０１０

年までにブロードバンド・ゼロ地域を解消する。 

  ② 世界 先端のブロードバンド整備に関する目標 

    ２０１０年までに次世代双方向ブロードバンド（上り 30Mbps 級以上）

を９０％以上の世帯が利用可能とすること。 

 

図１－１６ 次世代ブロードバンド環境の整備目標 
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（４）海外の状況 

 

○ 米国では、ＦＣＣ等が個別にブロードバンドに関する政策課題を出して

いるものの、我が国の「e-Japan 戦略」のような規制政策以外の戦略を含

めた包括的でかつ具体的なブロードバンド政策・計画はない。 

例えば、ＦＣＣは２００１年１０月に、ブロードバンド化推進に向けて

以下の４つの原則を掲げ、全国民へのブロードバンドサービスの普及促進

と、ブロードバンドに対する投資を促進するため、必要 小限の規制のみ

を課すことを示した。 

① ブロードバンドサービスに関わるユビキタスな利用可能性を促進 

② 多様なプラットフォーム（ＤＳＬ、ケーブルモデム、衛星等）間の競

争を促進 

③ ブロードバンドの規制を必要 小限とし、投資と技術革新を促進 

④ 多様なプラットフォームに対する整合的な分析枠組みを開発 

 

 ○ 次に、欧州では、２００５年に情報社会及びメディア産業の成長と雇用

を支援するイニシアチブ、「ｉ２０１０：欧州情報社会２０１０」を採択し

た。ｉ２０１０は、規制手段、研究、産業界とのパートナーシップなど、

デジタル経済の発展を促進するＥＵのあらゆる政策手段を 新のものとし

て展開するための戦略であり、欧州において多様なコンテンツを提供する

高速で安全なブロードバンド・ネットワークを推進することとしている。 

 

○ また、韓国では、２００４年に「u-Korea 推進戦略（ＩＴ８３９戦略）」

を公表した。この戦略では、通信・放送・インターネットの間でシームレ

スなインフラとして広帯域統合網（ＢｃＮ：Broadband convergence 

Network）を構築し、２０１０年までに２０００万人の加入者に対して５

０～１００Ｍｂｐｓ級でのＢＣＮへの接続を可能とすることを目指して

いる。 
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１．３ 内外のインフラ系電気通信事業者のオールＩＰ化に向けた取組み 

 

（１）我が国の電気通信事業者のフルＩＰ化に向けた取組み 

 

 ○ 現在の電気通信事業分野における競争環境は、ブロードバンドサービス、

第三世代携帯電話の急速な拡大、固定電話網に依存したＩＰ電話サービス

の拡大、ドライカッパを用いた直収電話サービスの登場等により大きく変

化している。この変化を受けて、固定電話、メタルアクセス、第二世代携

帯電話から、ＩＰ、光、第三世代携帯電話への移行を如何に進めていくか

が重要なポイントとなっている。このような状況下、ＮＴＴ、ＫＤＤＩを

はじめとして、我が国の固定系電気通信事業者が、ネットワークのオール

ＩＰ化に向けた取り組みを開始している。 

 

 【国内における具体例】 

  ① ＮＴＴ（中期経営戦略（２００４年１１月発表）） 

   ・次世代ネットワーク（情報通信端末機器からネットワークまで一貫し

たＩＰ化したネットワーク）を構築。 

   ・「メタルから光」「固定電話網から次世代ネットワーク」へ切り換える

こととし、その方針を２０１０年までに策定。 

   ・２０１０年には、３０００万（全契約者６０００万）の利用者が光ア

クセスと次世代ネットワークにシフト。 

 

図１－１７ ＮＴＴの次世代ネットワークのネットワーク構成 

 

 

（出所）ＮＴＴ資料 
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  ② ＫＤＤＩ（固定電話網ＩＰ化計画（２００４年９月発表）） 

   ・世界に先駆けて固定網のＩＰ化を完了し、ブロードバンドを利用しな

い加入者にも、ＩＰ技術により低廉なサービスを提供。 

   ・具体的には、既存固定電話網のＩＰ化に着手し、ソフトスイッチへの

置換を２００７年度末までに完了する。 

   ・固定電話網をＩＰ化することで、ＩＰ電話系の新しいサービスの導入

が容易な環境を構築。 

 

図１－１８ ＫＤＤＩの固定電話網ＩＰ化計画の概念図 
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    （出所）ＫＤＤＩ資料 

 

（２）諸外国の主な電気通信事業者の動き 

 

○ 米国 

 

・ ベライゾンでは、２００４年から光ファイバ投資を本格化させている。

ＦＴＴＰ(Fiber To The Premises)の提供可能世帯数を２００５年中に３

００万世帯とする計画を発表している。また、ＣＡＴＶ事業者との競合

関係にあることから、ＦＴＴＨを積極的に推進し２００８年までには加

入数の６０％カバーを目標としている。 
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・ ＳＢＣでは、２００４年１１月に「プロジェクト・ライトスピード

（Project Light Speed）」を発表した。これは、２０～２５Ｍｂｐｓの

ブロードバンドサービスを２００７年までに約１８００万世帯に提供す

ることとしている（ネットワーク構成は、加入者回線の幹線部分に光フ

ァイバを用いている（ＦＴＴＮ（Fiber To The Node））が、利用者宅へ

の引き込みは既存の電話線又は同軸ケーブルを利用している。）。 

 

表１－２ 米国における光化の動向 

 

 

 

○アクセス回線はＢ－ＰＯＮにより、ＷＤＭで通信と放

送を多重化して提供。将来はＧＥ－ＰＯＮ化を予定。 

○ＶｏＤサービスは、ハイビジョン映像を７Ｍｂｐｓの

帯域を利用してＩＰ配信。 

○ＰＯＴＳインターフェースを、１加入者あたり２回線

を用意。 

 

○映像と音声を統合したサービスを提供。 

○放送とＶｏＤサービスを全てＩＰベースで提供。 

 

○ 英国 

・ ブリティッシュテレコム（ＢＴ）は、２００４年６月、「２１世紀ネッ

トワーク（21st Century Network(21CN)）計画」を発表した。この背景

として、既存のＰＳＴＮの寿命、維持運用コストの負担増大、ＣＡＴＶ

事業者との間での激しい顧客獲得競争などが考えられる。２００５年か

ら本格的な移行を開始し、２００７年には利用者の移行率が５０％以上、

２００８年には、ほとんどの利用者が局舎内での工事を必要とせずＢＴ

のブロードバンドサービスを利用可能とするものである。 
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図１－１９ 「２１ＣＮ」計画のスケジュール 

 

2004

2005

2006

2007

2008

Strategic vendors announced; voice trial with third party operators begins (summer 2005)
Voice & access fibre trials converge (Sept); broadband growth on MSAN/combo cards
First new service launches based on re-usable capabilities; broadband available to 99.4%

Multi-operator ‘Pathfinder’ trial underway
Mass PSTN migration begins
New product launches/enhancements based on re-usable capabilities
New operations & service management capability in place

Broadband dialtone
available to
most customers

Mass PSTN migration continues
Customer equipment and migration underway
Large scale non PSTN service migration begins 

2008

Mass PSTN migration reaches more 
than 50% of customers

PSTN transformation trial begins, access fibre trial
Converged network work begins
Service creation framework work begins
Experience development centre’s work begins

 
     （出所）ＢＴ資料 

 

・ 「２１ＣＮ」計画では、既存ＰＳＴＮの設備更改に伴いネットワーク

構成を大幅に簡素化・効率化し、既存のサービス毎の多層的なネットワ

ークをＩＰベースの単一のマルチサービスネットワークへと移行する。

メタル線のアクセスネットワークを維持しつつ、コアネットワーク部分

についてＩＰ化するものである。 

 

図１－２０ 「２１ＣＮ」計画の新ネットワーク 

 

 

   （出所）ＢＴ資料 

 

○ ドイツ 

・ ドイツテレコム（ＤＴ）では、２０１２年を目標に既存の固定電話網

のＩＰ化の検討を始めると明言した。第一段階として既存の固定電話網

とＩＰネットワークの相互接続、第二段階としてＶｏＩＰを含めた新し
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いサービスの提供、第三段階としてＩＰネットワークに既存の加入電話

網を代替させるというものであり、レガシー網の償却残、統合後の余剰

人員対策等を考慮しつつ検討を進めいくものと考えられる。 

 

 ○ イタリア 

・ テレコムイタリアでは、２００５年に「Ｔ．Ｉ．２００７」プログラ

ムを公表した。２００７年までに音声・映像・データに関してＩＰベー

スでの通信を可能とするネットワーク環境の整備を行うこととしている。 

 

○ 韓国 

・ ＫＴでは、「ＦＴＴＨ推進戦略」を策定し、２００４年１０月の光州地

域の１００加入者に対するモデルサービスを経て、２００９年までに１

００Ｍｂｐｓ級の速度の光ケーブル１７４万９０００回線を普及させる

計画を発表している。 

また、韓国政府の方針（u-Korea 推進戦略（ＩＴ８３９戦略））に沿っ

て、２０１０年までにネットワークのオールＩＰ化を計画しており、２

００６～２００７年に市外網をＩＰ化し、２００８～２０１０年ですべ

ての交換機をＩＰ化することを計画している。 
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１．４ 次世代ネットワークの国際標準化 

 

 ○ 技術革新やブロードバンドネットワークの進展に伴い、通信インフラの

ＩＰ化に対する電気通信事業者のニーズが増大している。世界的にも回線

交換からＩＰへのネットワーク技術の変革が進んでおり、ＩＴＵ、ＥＴＳ

Ｉ（欧州電気通信標準化機構）等においては、次世代のオールパケット型

ネットワークとして、ＮＧＮ1の標準化活動も活発化している。 

 

○ 次章においても述べるように、既存ネットワークから次世代ＩＰネット

ワークへの移行は、ネットワークを構成する通信機器の市場等に大きな影

響をもたらす可能性がある。多様なコミュニケーションを国際的にも円滑

に実現するとともに、国際競争力を確保し、国内外を問わず幅広い市場で

普及させるためには、自らの技術を国際標準（グローバル・スタンダード）

に反映させることが必要であり、製品やサービスの開発で先行するために

も、我が国としても国際標準化への取組みを強化することが重要である。 

 

 

 

【参考：ＮＧＮの概要】 

 

● ＮＧＮは、ＩＴＵ－Ｔの新会期（２００５～２００８年）における も重要な

標準化課題とされており、主な特徴は以下のとおりとなっている。 

   

① オールパケット型ネットワーク 

② 音声だけでなく映像やデータ等の広範なマルチメディアサービスを提供 

③ ネットワークの品質やユーザの端末機器に応じてエンド・トゥ・エンドのサ

ービス品質を保証 

④ 既存ネットワークとの相互運用性の確保 

⑤ ユビキタスなアクセス等の高度なモビリティを実現 

⑥ 固定網と移動網の融合に対応（完全シームレス通信の提供） 

⑦ サービスの独立な発展を許容する高速伝達網の上にサービスを構築するＮ

ＧＮアーキテクチャ 

 

 

 

 

 

                         
1 Next Generation Network（次世代ネットワーク） 
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図１－２１ ＮＧＮの特徴 
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応、多様なビジネスフォーメーションを可能としている。
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• 転送機能は、パケット型統合網を想定。

– 現在幅広く利用されているIPプロトコルが基本。

• サービス付与機能は、電話の基本・付加接続機能やWWW、ビデオ配信な

どのサービス固有機能を提供。

– 初の検討対象は、IP電話やビデオチャット、TV会議を実現するセッション制御
機能であり、SIPプロトコルが基本。

• NGN分離モデルにより、装置の柔軟な配備、独立発展する 新技術への対

応、多様なビジネスフォーメーションを可能としている。

サービス付与機能と転送機能の分離

 
 

図１－２２ ＮＧＮの機能構成 
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● ＮＧＮに対する国内の標準化体制については、情報通信審議会情報通信技術分

科会ＩＴＵ－Ｔ部会の中に次世代ネットワーク委員会を２００５年１月に設置し

てＮＧＮ標準化に一元的に対応することとしており、同委員会の中に「ＮＧＮ－

ＷＧ」を立ち上げて日本からの提案の増大を図っている。 

また、国内標準化機関であるＴＴＣ（社団法人情報通信技術委員会）ではＮＧ

Ｎアーキテクチャ専門委員会を設けるとともに、同専門委員会に「ＮＧＮ アッ

プストリームＳＷＧ」を設け、情報通信審議会と一体的に運営を行うことにより、

ＮＧＮの国際標準化関係者が結集する場を整備しており、産学官が協力して取組

みを強化していくことが重要である。 

 更に、日中韓ＮＧＮテストベッドの推進等、国際的な標準化協力も展開してい

る。 

 

図１－２３ ＮＧＮの標準化に関する国内体制 
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第２章 オールＩＰ化の意義とその実現に当たっての課題 

 

２．１ ネットワークの早期ＩＰ化の意義 

 

ネットワークのＩＰ化に関する内外の現状については第一章で述べたとおり

であるが、以下の（１）～（３）に掲げた視点を踏まえると、他国に先駆けて

我が国の情報通信ネットワークのオールＩＰ化を目指すことは、我が国が今後

とも世界 先端のＩＣＴ国家であり続ける上でも重要であり、高い意義を有す

ると考えられる。 

 

（１）ユビキタスネットワーク社会の実現 

 

○ ネットワークのオールＩＰ化は、パケット方式という柔軟な伝送方式を

ベースとして、様々なサービスが「ＩＰ」という共通のオープンな基盤（プ

ロトコル）の下で提供される環境を創出するものである。 

 

○ したがって、ＩＰネットワークの進展と相まって、今後、一層独創的な

アプリケーションが生まれる可能性が広がるとともに、エンドユーザ側か

ら見た場合、このような、より高度でかつ多様なサービスを享受すること

が可能となるとも考えられることから、ユビキタスネットワーク社会の早

期実現に大きく貢献すると考えられる。 

 

（２）国際競争力の強化 

 

○ ＩＰプロトコルは国際的に共通のオープンな通信規格であり、また、全

世界的にもＩＰをベースとしたネットワーク／サービスも急速に進展して

いる状況を踏まえると、ＩＰに関連する通信機器やソフトウエアについて、

他に先駆けて自ら開発した技術を国際標準化に反映させることが出来れば

グローバル市場で大きな競争力を確保することが可能となり、国際競争力

の視点からもその意義は大きいと考えられる。 

 

○ また、我が国が世界に先駆けて「オールＩＰネットワーク環境」を構築

した場合、その環境は、いわば先端的な実験環境とも言うべき性格を帯び

たものとなることから、アプリケーション・サービス・運用ノウハウ等の

様々な側面において、世界に通用する製品やソフトが生まれる可能性が拡

大することになると考えられる。 
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（３）コスト面の効果 

 

○ ネットワークのオールＩＰ化は、上記（１）に述べたとおり、アプリケ

ーション／サービスの多様化・高度化を促すとともに、サービスの内容・

種類によっては、ユーザに対して、より低廉な料金でのサービス提供がな

される可能性も拡大すると考えられることから、ユーザ側にとって見れば

通信関連コストの削減効果が期待できる場合もある。 

 

○ また、事業者・ユーザの双方に共通する視点としては、従来と比較して

その使用する設備・機器について機能・コスト等の 適なものをグローバ

ル市場より選択することが可能となる場合も多く存在すると考えられ、そ

の結果、一定のコスト削減効果も期待される点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） ユビキタスネットワーク社会の実現 

 ＩＰネットワークの進展と相まって今後一層独創的なアプリケーションが生まれる可能性が

広がること等、ユビキタスネットワーク社会の早期実現に大きく貢献。 

（２） 国際競争力の強化 

 ＩＰ関連技術の国際標準化への反映や、世界に先駆けた「オールＩＰネットワーク環境」を

通じた製品やソフト開発は国際競争力の強化に貢献。 

（３） コスト面の効果 

ユーザ側の通信サービスコスト削減の可能性が広がり、また、事業者・ユーザ双方の使用す

る設備・機器の選択が可能となり、一定のコスト削減効果も期待。 

ネットワークの早期ＩＰ化の意義
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２．２ 次世代（オール）ＩＰネットワークの基本的な要求条件 

 

○ 次に、ネットワークがオールＩＰ化した場合におけるネットワーク（以

下、「次世代ＩＰネットワーク」と呼ぶこととする。）の基本的な要求条件

について検討すると、概ね、以下の①～⑦のとおりとなる。 

 

○ 特に、次世代ＩＰネットワークが現行のネットワークインフラ（電話網

を含む）から置き換わる存在であり、また、ユビキタスネットワークを実

現するための基盤となるネットワークであるべき点であることを考慮する

と、少なくとも、以下のような要求条件は 低限満たすべきものと考えら

れる。 

 

① 多種多様なアプリケーションの提供 

「ＩＰ」という共通のオープンな基盤において、音声、テキスト、映

像、これらの組み合わせ等による多種多様なアプリケーションを取り扱

えること。 

 

② エンド・トゥ・エンドでの一定の品質の確保 

 音声や映像等を利用した、特にリアルタイム性、双方向性を特徴とす

るサービスにおいて、端末相互間でその要求する条件に応じた一定の品

質が確保されること。 

 

③ 安全性・信頼性の確保 

 ＤｏＳ攻撃・ウイルス等のサイバー攻撃や、災害時を含む設備障害等

のリスクに対して、未然の防止、被害の 小化、迅速な復旧といったセ

キュリティ確保が十分なされていること。 

 

④ 多様なネットワーク／端末間の相互接続性・運用性の確保 

 異なるプロトコルやアーキテクチャのネットワーク間においても相互

接続が確保できるとともに、その円滑な実現のため、ネットワークに接

続される端末も含めて相互接続性・運用性の確認等を容易に行えること。 

 

⑤ 固定網・移動網の融合への対応 

 同一のネットワークにおいて、固定通信、移動通信の双方のサービス

への対応、サービス間・事業者間のシームレスな接続への対応を考慮す

ること。 
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⑥ アプリケーションの拡張性を許容する基盤の構築 

 ネットワークに依存せず、あるいは適切なネットワーク機能を容易に

付加できることにより、アプリケーションを発展させることが可能なネ

ットワーク基盤であること。 

 

⑦ 既存ネットワークからの円滑な移行の確保 

 同一事業者において既存ネットワークとの共存を図るとともに、他事

業者ネットワークとの接続性にも考慮しつつ、次世代ＩＰネットワーク

への円滑な移行を実現できること。    

 

 

２．３  オールＩＰ化の実現に向けた課題（総論） 

 

○ このような、次世代（オール）ＩＰネットワークについては、基本的には

前節２．２で記述したような要求条件を満たすべきものと考えられる一方で、

その実現に当たり、実際には数多くの課題が存在することも事実である。 

 

○ まず、現在のネットワークから次世代ＩＰネットワークへの移行が円滑に

なされることを確保する観点からは、ＩＰネットワークへの移行後も現行の

サービス・機能をどこまで確保すべきなのか、各サービスの品質はどうある

べきか等についての検討が不可欠であると考えられる。 

 

 
 

 
① 多種多様なアプリケーションの提供 
 

② エンド・トゥ・エンドでの一定の品質の確保 
 

③ 安全性・信頼性の確保 
 

④ 多様なネットワーク／端末間の相互接続性・運用性の確保 
 

⑤ 固定網・移動網の融合への対応 
 

⑥ アプリケーションの拡張性を許容する基盤の構築 
 
⑦ 既存ネットワークからの円滑な移行の確保 

次世代（オール）ＩＰネットワークの基本的な要求条件 
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○ 次に、近年社会インフラとしての情報通信ネットワークの位置づけが益々

重要なものとなる一方で、ＩＰネットワークへの移行は従来のネットワーク

構造を根本から変革するものであり、また、ＩＰネットワークが基本的には

オープンなネットワーク構成を基盤としている点等を踏まえると、ネットワ

ークの安全性・信頼性をいかに確保するのかについても十分な検討が必要と

なる。 

 

○ さらに、上記に述べたとおり、次世代のＩＰネットワークの網構成は従来

のネットワーク構成と根本から異なることを踏まえると、ネットワークから

端末まで含めたエンド・トゥ・エンドでの相互接続性・運用性をいかに確保

するべきか、といった点も重要な課題である。 

 

○ その他、上記のような課題と併せて、次世代ＩＰネットワークを構築ある

いは利用する上で密接に関連すると考えられる、インターネットの共通基盤、

電気通信番号、無線等についても課題として挙げられる。 

 

○ 以上の観点からそれぞれ主要な課題を項目別に整理すると、主に以下の課

題に整理することができることから、第三章以下では、各項目別に検討すべ

き課題とその方向性について整理することとする。 

 

① サービスの品質・機能に関する問題 

② 安全性・信頼性の確保に関する問題 

③ 相互接続に関する問題 

④ その他の課題 

 

○ なお、上記課題を検討するに際しては、固定電話サービスが 

 ① 国民生活における も基本的なコミュニケーション手段として現在でも

大きな役割を担っていること 

② 技術的な観点から見ても、ベストエフォートを基本として発展してきた

ＩＰネットワーク上で双方向・リアルタイム性の極めて高いサービスを実

現することを要求されるものであること 

等を踏まえると、まずは、次世代のＩＰネットワーク上での電話サービスに

関連する事項に焦点を当てて整理・検討を行うことが適当である。 

 

○ その上で、ＩＰネットワークにおいて提供される他のサービスに関連する

事項については、現在の当該サービスの普及の度合い、緊急性等を勘案した

上で、必要に応じて検討を加えることが適当であると考える。 
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○ なお、こうした上記諸課題の検討に当たっては、 

・ 現状認識（現在でも発生している問題は何であり、将来発生する問題は

何なのか－例：０ＡＢ～Ｊ番号を利用したＩＰ電話間の相互接続について

は現在でも既に発生している問題） 

・ 国際的動向（世界的にどのような動きとなっているのか－例：ＩＴＵ等

における国際標準化の議論にいかに反映させていくのか） 

について、十分認識した上で検討していくことが必要と考えられる。 
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第３章 

 

オールＩＰ化の実現に向けた個別課題① 

（品質・機能の確保） 
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第３章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題①（品質・機能の確保） 

 

３．１ 音声通信の品質の在り方 

 

次世代ＩＰネットワーク上で提供される各種サービスのうち、現行の固定電

話に代わる次世代ＩＰ電話については、その役割や技術的特性を踏まえ、品質

の確保が特に検討されるべきものと考えられる。 

 このため、以下では、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話を中心に、そ

の品質・機能について検討する。 

 

（１）音声通信に求められる品質レベル 

 

① 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話に求められる品質（基本的考え

方） 

 

○ 現行の固定電話では、品質に係る技術基準として、通話品質、接続品質

が規定されている（ＩＳＤＮについても同様）。 

通話品質については、ラウドネス定格（端末と加入者交換設備との間の

送話及び受話）により端末における音の大きさの基準が規定されており、

また、接続品質については、発着信に係る接続遅延及び呼損率について規

定されている。 

 

○ 他方、現行の固定電話相当のＩＰ電話と位置付けられている０ＡＢ～Ｊ 

ＩＰ電話については、総合品質、接続品質が規定されているが、このうち

総合品質については、現行の固定電話と同等の品質を維持すべきものとし

て、総合音声伝送品質（Ｒ値）及び遅延について、国際標準を踏まえて規

定されている。 

 

○ 次世代ＩＰネットワークにおいて提供される、現行の固定電話に代わる

次世代ＩＰ電話については、国民生活における も基本的なコミュニケー

ション手段として信頼できる品質レベルを確保する観点から、少なくとも

現行の固定電話と同等の品質レベルが求められるべきである。 

 

○ なお、その際の品質規定の指標については、現行規定されている総合音

声伝送品質（Ｒ値）や遅延時間以外の指標も含め、適切な品質確保のため

必要に応じて見直しが検討されるべきと考えられる。 
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表３－１ 現行の固定電話及び０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話の品質規定 

 

品質規定 アナログ電話 ＩＳＤＮ 
０ＡＢ～Ｊ

ＩＰ電話 

送話ラウドネス定格(端末－交換設備間) １５ｄＢ以下 １１ｄＢ以下 ― 
通話

品質 
受話ラウドネス定格(端末－交換設備間) ６ｄＢ以下 ５ｄＢ以下 ― 

総合音声伝送品質（Ｒ値）(端末相互間) ― ８０超 総合

品質 

※ 平均遅延(端末相互間) ― 
１５０ミリ

秒未満 

選択信号が受信可能となるまでの時間が３秒

以上となる確率 
０．０１以下 

一事業者の回線設備により呼損となる確率 ０．１５以下 

海外への発信時に、一事業者の回線設備によ

り、国際中継回線までの間に呼損となる確率 
０．１０以下 

海外からの着信時に、一事業者の回線設備に

より、着信端末までの間に呼損となる確率 
０．１１以下 

接続

品質 

着信側状態の通知までの時間 ３０秒以下 

※９５％確率で満足する値                  （事業用電気通信設備規則で定める技術基準の値） 

 

② 相互接続ネットワーク下での品質確保 

 

○ 現行の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話では、総合音声伝送品質（Ｒ値）及び遅延時

間とも、エンド・トゥ・エンド（端末相互間）で品質が規定されている。

オールＩＰ下においては、 

ア 事業者側で複数のネットワークが対等の立場で相互接続されること 

イ 端末側でも宅内や企業内で様々な機器が接続されること 

から、それぞれのネットワークあるいは端末が満たすべき品質レベルを明

確にすることが必要になると考えられる。 

 

○ このため、エンド･トゥ･エンドの品質確保を考慮しつつ、次世代ＩＰ電

話におけるネットワーク相互間、ネットワーク－端末間での品質の配分を

規定することが必要である。 

 

○ このような、それぞれのネットワークや端末への品質配分にあたっては、

相互接続されたネットワーク下での品質の評価方法・測定方法の充実・見

直しが必要になるものと考えられる。その際には、実際のサービス運用中

における品質評価方法など、ＩＴＵ等の国際標準化の動向についても考慮

すべきである。 
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図３－２ 次世代ＩＰ電話における通話品質の配分イメージ 

 

音声端末Ｂ

エンド・トゥ・エンドの品質規定

ネットワークＡの品質 ネットワークＢの品質

UNI UNINNI

音声端末Ａ

端末Ａの品質 端末Ｂの品質

ネットワークA ネットワークB

ＮＮＩ：Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＵＮＩ：Ｕｓｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

音声端末Ｂ

エンド・トゥ・エンドの品質規定

ネットワークＡの品質 ネットワークＢの品質

UNI UNINNI

音声端末Ａ

端末Ａの品質 端末Ｂの品質

ネットワークA ネットワークB

音声端末Ｂ

エンド・トゥ・エンドの品質規定

ネットワークＡの品質 ネットワークＢの品質

UNI UNINNI

音声端末Ａ

端末Ａの品質 端末Ｂの品質

ネットワークA ネットワークB

ＮＮＩ：Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

ＵＮＩ：Ｕｓｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
 

 

○ なお、端末側で様々な機器が接続されうることから、利用者がＩＰ電話

を利用する場合に、その実現される品質のレベルを知ることが可能となる

ことも望まれるものと考えられる。このため、品質に係る保証や公表のス

キームについても検討することが必要と考えられる。 

 

③ 品質に係る上記以外の課題 

 

○ 現行の０５０ＩＰ電話については、電話サービスに 低限必要とされる

品質レベルの通話品質（総合音声伝送品質（Ｒ値）、遅延時間）が規定され

ているところであり、上記①・②に示した品質の指標や相互接続ネットワ

ーク下での品質規定等について、その特性等を踏まえながら、必要に応じ

て見直しが検討されるべきと考えられる。 

 

○ また、ＩＰ電話においては、従来の 3.4kHz 帯域の音声符号化方式による

ものだけでなく、広帯域音声符号化方式を利用してより高い品質を実現で

きる端末も登場してきており、この観点からの品質規定（例えば、Ｒ値）

の見直しについても必要に応じて検討されるべきである。 

 

○ 更に、次世代ＩＰネットワーク上では、ＩＰ電話に様々なアプリケーシ

ョンが付加されていくことが想定されるが（例えば、動画を付加してテレ

ビ電話とする等）、そうした付加的なアプリケーションの品質確保の考え方

について整理が必要である。（３－３参照） 

 

○ このほか、品質の規定等については、そのサービスの役割・ニーズの変
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化に応じて、技術的特性も考慮しつつ、必要な見直しが検討されるべきもの

である。 

 

（２）音声通信の品質確保のための機能 

 

○ 次世代ＩＰネットワークにおいて提供される各種サービスのうち、音声

通信について、エンド・トゥ・エンドで常に一定以上の品質を維持するた

めには、ネットワーク側、端末側の双方において品質確保に関する機能を

備えることが必要となる。 

 

○ 現行の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話では、技術基準で定められた品質を維持する

ため、音声／データ混在網においては音声パケットを優先制御する機能を

備えたり、音声パケットを一般のデータと分離して疎通させるための専用

ネットワークを構築する等の措置が講じられているところである。また、

呼損率についても、技術基準で定められた一定値以下になるようネットワ

ーク容量の確保等が図られているところである。 

 

○ 次世代ＩＰネットワーク上において、現行の固定電話に代わる次世代Ｉ

Ｐ電話を提供するにあたっては、現行の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話と比較して、

極めて大量のトラヒック処理が必要とされるネットワークとして、また、

相互接続されたネットワークを介して、エンド・トゥ･エンドで常に一定以

上の品質を維持するための機能が必要となる。 

 

○ 具体的には、以下のような機能が必要になると考えられる。 

・ 十分な帯域確保、他のトラヒックとの分離、優先制御等の機能（こう

した機能は、ネットワーク側、端末側の双方で必要なものと考えられる） 

・ サーバの呼処理やルータの転送処理等の高速化、効率的な分散処理等

を行いつつ、ネットワークのリソース管理やトラヒック監視・制御を行

う機能 

・ 特にリソース管理等において、音声信号の送受の開始・終了等を監視

する通話監視機能（こうした機能は、課金等にあたっても必要な機能と

考えられる） 
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図３－３ 次世代ＩＰ電話における品質確保のための機能イメージ（例） 
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（３）重要通信の確保／輻輳対策 

 

 ① 現行の電話サービスにおける重要通信の確保／輻輳対策 

 

○ 電話サービスにおいては、地震や台風等の災害時において、被災地あて

に通話が殺到し（例えば、被災地外からの安否確認の電話）、いわゆる輻輳

が発生することにより、電話が著しくつながりにくい状況となることがあ

る。 

 

○ 現行の固定電話のほか携帯電話でも同様であるが、輻輳が発生した場合

には、ネットワークにおける交換機の機能を維持するとともに、緊急通報

や災害救助機関等による重要通信を確保するため、一般の通話について発

信や接続の一部を規制している。 

具体的には、現行の固定電話の場合、交換機（加入者交換機、中継交換

機）において重要通信（災害救助機関等に設置される災害時優先電話等）

と一般通話を識別し、輻輳が発生している地域（被災地等）あての一般通

話について交換機で一部制限する等により、緊急通報等の重要通信を優先

的に取り扱う措置をとっている。 

 

○ また、災害時優先電話等の通信については、優先呼であることの識別符

号が与えられるため、相互接続されたネットワーク間においても当該通信

が優先取扱いの対象であることが認識でき、通信規制の対象外として取り

扱うことが可能となっている。 
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図３－４ 現行の電話サービスにおける輻輳対策（例） 
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 ② 次世代ＩＰ電話における重要通信の確保／輻輳対策 

 

○ ＩＰ電話の輻輳としては、大量の呼設定要求による呼制御サーバの輻輳、

大量の音声信号によるネットワーク（ルータ等）の輻輳がある。次世代Ｉ

Ｐ電話における輻輳対策として、適切なリソース管理、トラヒック監視・

制御、分散処理等を行うことにより、一定以上の品質を維持しつつ、重要

通信を確保する（一般通話を規制する）機能2が必要である。 

 

○ また、輻輳対策については、ネットワーク側のみならず、端末に備える

べき機能として、ネットワーク側の指示に従い、端末からの発信を規制す

る機能も必要。災害や障害からの復旧時、端末からネットワークへの登録

が同時大量に発生する際にも、輻輳を生じないようトラヒック量を軽減す

る措置も必要である。 

 

○ なお、重要通信については、ＩＰ電話以外にも、例えば防災用カメラ等

の取扱い等についても必要に応じて検討するべきと考えられる。 

 

 

                         
2  オールＩＰ下を含めたＩＰ電話からの重要通信の確保については、情報通信審議会答申「電

気通信事業における緊急通報機能等の高度化方策」のうち「ＩＰネットワークにおける緊急

通報等重要通信の確保方策」（平 17.3.30）に技術的条件が取りまとめられている。 
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図３－５ 次世代ＩＰ電話における輻輳対策イメージ（例） 
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３．２ 付加機能・サービスの考え方 

 

 現行の固定電話においては多くの付加機能・サービスが提供されているとこ

ろであるが、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話において、こうした現行

の固定電話における付加機能・サービスを、どのレベルまで、どのように継承

するのか一定の整理が必要である。 

 

（１）基本的な考え方 

 

○ 付加機能・サービスについては、基本的には各事業者の経営判断により

提供の可否が判断されるものであるが、現行の固定電話で既に実現されて

いるもののうち、 

①多数のユーザに利用されている、あるいは、 

②公共性の高い機能・サービス 

については、次世代ＩＰ電話においても継承されることが必要と考えられ

る。 

こうした付加機能・サービスとしては、例えば、発信者電話番号通知、

転送、割込み通話、着信課金、災害用伝言ダイヤル（１７１）等が挙げら

れる。 

 

○ また、現行の固定電話においては、音声以外の、ＰＢトーン信号、ＦＡ

Ｘ、モデム通信といったみなし音声によるサービスも提供されており、広

く一般的に利用されている。このため、次世代ＩＰ電話においても、みな

し音声によるサービスが引き続き利用可能であることが求められる。 

 

○ なお、みなし音声の品質を確保するにあたっては、パケット損失、エコ

ー、符号化方式等が品質に大きな影響を与えうると考えられることから、

電気通信事業者、ベンダー等が協力することにより要因の特定等を行い、

必要な標準化や、関連する品質指標について、音声通話の品質規定に加え

て規定することについても検討することが必要である。 

 

（２）付加機能・サービスに係るネットワーク／端末間の機能分担 

 

○ 現行の固定電話で実現されている付加機能・サービスの継続にあたって

は、従来、ネットワークの機能により実現されていたものを端末の機能に

より実現する、あるいは、ＩＰ電話上の機能・サービスとしてではなくデ

ータ通信やブロードバンドサービス上で実現することが、可能あるいは経

済性・利便性の高いものもある。 
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○ このため、現行の固定電話におけるネットワークの機能を次世代ＩＰ電

話において実現するうえで、ネットワーク／端末間でどのように機能分担

等するかについても、一定の整理が必要と考えられる。 

こうした整理が必要と考えられる機能・サービスとしては、例えば、割

込み通話、音声ガイダンス（トーキー）、留守番電話等が挙げられる。 
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３．３ 音声通信以外の品質・機能に関する検討 

 

 音声通信のほか、次世代ＩＰネットワークにおいて提供される、テレビ電話、

映像配信等のリアルタイム性の高いサービスについても、品質確保に関する検

討が必要と考えられる。 

 

（１）テレビ電話サービス 

 

○ ＩＰ電話については、今後、ＩＰネットワークの特性を活かし、音声通

話に動画像を組み合わせテレビ電話として利用するサービスが提供される

ことが想定される。 

こうした大容量かつリアルタイム性の高いサービスについては、エン

ド・トゥ・エンドでの一定の品質の確保が必要と考えられる。なお、その

際、動画像が音声の品質に影響しないようにすることが必要と考えられる。 

 

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話において、こうしたテレビ電話

としてサービスを提供する場合の動画像に係る品質の規定については、当

該サービスの社会的な重要度や普及の度合いを勘案しつつ、また、品質規

定に係る国際標準化等の動向を踏まえて検討されることが適当と考えられ

る。 

 

（２）その他のサービス 

 

○ これまで述べたようなＩＰ電話に組み合わせて提供するものには限らな

いが、映像系サービス（映像配信、カメラ映像伝送）については、サービ

スの特性に応じて、一定の品質確保が必要であると考えられる。 

 

○ このほか、ウェブ等のサービスについては、リアルタイム性の求められ

るサービスを中心に、ユーザのニーズ等に応じて、現在と同様、その品質

の確保等に努めることが必要である。 
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第４章 

 

オールＩＰ化の実現に向けた個別課題② 

（安全性・信頼性の確保） 
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第４章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題②（安全性・信頼性の確保） 

 

○ ＩＰネットワークの安全性・信頼性の確保については、既に、ＩＰを利用

した各種ネットワークにおいて、ＤｏＳ攻撃やウイルスといったサイバー攻

撃等や機器や回線に係る設備故障等の障害に対して、予防、復旧等に関する

様々な措置がとられているところである。 

 

○ 次世代ＩＰネットワークにおいても同様に、こうしたサイバー攻撃や設備

障害等への対策を講じていく必要があるが、通信インフラのオールＩＰ化に

おいて、国民生活における も基本的なコミュニケーション手段である音声

通信における安全性・信頼性の確保については、特に配慮が必要な領域であ

ると考えられる。 

 

○ こうしたことを踏まえ、本章では、主として現行の固定電話に代わる次世

代ＩＰ電話を念頭において、次世代ＩＰネットワークにおけるサイバー攻撃

や設備故障等の必要な対応について検討することとする。 

 

４．１ サイバー攻撃等に係る安全性・信頼性の確保 

 

（１）ＤｏＳ攻撃等への対応 

 

○ 現行の固定電話については、例えば、 

・アクセス回線と電話番号（ユーザ）の対応付け 

・発着信者間におけるエンド・トゥ・エンドの回線設定等 

といった機能・特徴を有することにより、発信者を一意に特定すること等

が可能であるとともに、端末から電話網の制御系へのアクセスは基本的に

不可となっている。 

 

○ 現行の固定電話及び０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話等に係る技術基準においても

規定されているところではあるが、ＩＰネットワーク上における安全性・

信頼性確保のため、ＤｏＳ攻撃への対応、なりすまし対策、不正アクセス

対策、ウイルス／ワーム対策等への措置が必要であり、次世代ＩＰ電話に

おいても引き続き同様の対応が必要である。 

特にＩＰ電話では、呼制御サーバへのＤｏＳ攻撃等による機能停止、発

着信者や呼制御サーバのなりすまし等の問題への対策が必要である。また、

極めて大量のトラヒック処理が必要とされることから、ＤｏＳ攻撃等によ

る影響がネットワーク内全体や他のネットワークに波及しないような対策

も次世代ＩＰ電話において極めて重要である。 
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表４－１ 安全性・信頼性の確保に係る技術基準（サイバー攻撃等関連） 

 

項 目 概 要 

防護措置 
利用者や他事業者から受信したプログラムに対する機能制限

等の防護措置 

異常輻そう対策 
交換設備における異常輻そうの検出機能、通信集中の規制機能

の具備 

通信内容の秘匿措置 
通常の使用状態において他の通信の内容が判読できないよう

な秘匿措置 

蓄積情報保護 
ネットワーク内に蓄積された利用者の通信内容を他者が容易

に知得・破壊できないよう識別符号の照合確認等の防止措置 

損傷・機能障害の防止※ 
利用者や他事業者の設備への損傷・機能障害のおそれのある電

力・信号の送出防止 

漏えい対策※ 端末回線等に伝送される信号の漏えい基準の設定・維持 

異常輻そう対策※ 
他事業者の設備を接続する交換設備における異常輻そうの検

出機能、通信集中の規制機能の具備 

※を付した事項は、他の電気通信設備の損傷・機能障害の防止に係るもの 

 

（２）ネットワーク／端末間の機能分担・連携 

 

○ 次世代ＩＰネットワークにおいて、安全性・信頼性確保のための機能を

ネットワーク／端末間で分担・連携して備えることが必要となると考えら

れる。 

 

○ このため、ネットワーク側では、 

・不正なパケットを検出・遮断する機能（ファイア・ウォールやセッショ

ン・ボーダ・コントローラ等の設置） 

・不正なパケットを送出する端末や他のネットワーク、なりすましサーバ

等を切り離す機能 

・呼制御サーバや認証サーバにおける認証機能の強化 

等が挙げられる。 

 

○ 他方、端末側では、 

・同時大量のパケットの送出の制限機能（ネットワーク側からの指示に

応じてパケット送出を制限する機能も含む） 

・呼制御パケットや音声パケットの暗号化 

等の措置が挙げられる。 
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図４－１ ＤｏＳ攻撃等への対応に係るネットワーク機能（例） 
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（３）その他の対策 

 

○ その他の対策としては、例えば、端末や他のネットワークの切離しに際

してのユーザや他事業者への通知、セキュリティポリシーに関する他事業

者との情報共有等が考えられる。 

 

○ また、発信者電話番号偽装表示への対策等、ユーザ保護の観点からの機

能等についても備えることが必要である。 
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４．２ 設備障害等に係る安全性・信頼性の確保 

 

（１）設備障害時における対策 

 

○ 現行の固定電話等においては、ネットワークの安全性・信頼性確保のた

め、技術基準等に基づき各種の対策が実施されているところであり、具体

的には以下のとおりである。 

・伝送路、機器等の故障検出機能 

・予備の交換機、伝送路の設置・切替え（加入者交換機の二重帰属等） 

・安定的な電源供給、予備電源（自家用発電機、蓄電池）の設置・切替え 

・機器やネットワーク構成の高信頼性設計 

 

表４－２ 安全性・信頼性の確保に係る技術基準（設備障害等関連） 

 

項 目 概 要 

予備機器等 
交換設備の予備機器や伝送路設備の予備回路の設置、故障時の

速やかな切替え 等 

故障検出 故障発生の検出機能等の具備 

電源設備 電源容量の確保、電源設備の予備機器の設置 等 

停電対策 自家用発電機、蓄電池の設置 等 

誘導対策 
電磁誘導作用による異常電圧・電流が発生しないような線路設

備の設置 

保安装置※ 
落雷等による線路設備における異常電圧・電流による利用者や

他事業者の設備への損傷防止のための保安装置等の設置 

※を付した事項は、他の電気通信設備の損傷・機能障害の防止に係るもの 

 

○ ＩＰネットワークにおいては、ネットワークや機器の構成が複雑化して

いること等から、設備障害時の対策として、障害箇所の特定・切離しが特

に重要となるととともに、呼制御サーバ等の分散化・ミラー化、機器や伝

送路の無瞬断での切替え等の対策が必要である。 

相互接続との関係では、複数の相互接続点の設定、設備障害に関する他

のネットワークへの通知・切離し等が必要である。 

 

○ なお、輻輳対策においても述べたように（３－１（３）③）、設備障害等

からの復旧時に、端末からネットワークへの登録に係る同時大量トラヒッ

ク量を軽減する措置も必要である。 

 

 



 55

図４－２ 設備障害等に係る安全性・信頼性の確保（例） 

 

サーバ
（呼制御サーバ、
認証サーバ等）

サーバ
（呼制御サーバ、
認証サーバ等）

ゲートウェイ ゲートウェイルータ

ルータＩＰ網 ＩＰ網

ＩＰ電話

設備を二重化し障害時に切替え

ＩＰ電話

伝送路を二重化し障害時に迂回

ルータ

ルータ ××
サーバ
（呼制御サーバ、
認証サーバ等）

サーバ
（呼制御サーバ、
認証サーバ等）

ゲートウェイ ゲートウェイルータ

ルータＩＰ網 ＩＰ網

ＩＰ電話

設備を二重化し障害時に切替え

ＩＰ電話

伝送路を二重化し障害時に迂回

ルータ

ルータ ××

 

 

（２）端末の停電対策に対する考え方 

 

○ 現行の固定電話では、メタルケーブルのアクセス回線を通じて、加入者

交換機側から一定の直流電圧が与えられており（局給電）、これにより、災

害発生等に伴う停電時においても、基本的な通話機能を利用することが可

能となっている。しかしながら、アクセス回線が光化される中で、こうし

た局給電において端末の停電対策についてどのように考えるかの整理が必

要となる。 

 

○ 局給電はそもそも、端末と交換機の間で回路を構成して交換機側で端末

の発呼、終話の検知を行うこと等を目的としたものであって、端末の停電

対策を本来の目的とするものではないが、停電時にも端末の通話機能を

低限維持するために寄与するものとなっていた。ただし、昨今の多機能電

話（ＦＡＸ付き電話等）等の利用においては、商用電源を必要とするもの

が増えており、停電時には利用できないものが増えている。 

 

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話について、停電時も一定時間、

利用可能であることが必要であり、バッテリーの小型化や低コスト化が携

帯電話やモバイルＰＣの普及も背景として格段に進展している状況から、

例えば一般家庭向けの端末におけるバッテリー搭載等について検討すべき

と考えられる。 
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オールＩＰ化の実現に向けた個別課題③ 

（相互接続性・運用性の確保） 
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第５章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題③（相互接続性・運用性の確保） 

 

５．１ 相互接続における条件・機能 

 

（１）相互接続の現状 

 

○ 現行の固定電話におけるネットワーク相互間、ネットワーク－端末間の

相互接続については、ＴＴＣ標準等に基づく共通インタフェースにより対

応されてきている。一方、ＩＰ電話については、現状、ネットワーク間の

直接相互接続を行っているケースは少なく、現行の固定電話網を介して相

互接続を行っているケースが多い。 

 

図５－１ ＩＰ電話の相互接続の現状 
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端末間のエンド・トゥ・エンドでの相互
接続性の確認が不可欠。
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現状、ＩＰ電話網間の相互接続は、既存
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現状、ＩＰ電話網間の相互接続は、既存
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接続性の確認が不可欠。

ＩＰ電話網間の相互接続においては
端末間のエンド・トゥ・エンドでの相互
接続性の確認が不可欠。

現状、ＩＰ電話網間の相互接続は、既存
電話網を介する例が多い。（一部で、電話

網を介さず呼制御プロトコルの変換により対応）

現状、ＩＰ電話網間の相互接続は、既存
電話網を介する例が多い。（一部で、電話

網を介さず呼制御プロトコルの変換により対応）

 
 

○ ＩＰ電話におけるネットワーク間の直接相互接続を可能とするため、既

に、ＴＴＣにおいて、必要な標準化（ＳＩＰ3等の詳細規定化）が実施され

てきているところである。また、ＨＡＴＳ推進会議4やＶｏＩＰ推進協議会

において、ＳＩＰを利用したＩＰ－ＰＢＸとこれを介した端末間を中心と

した相互接続試験が実施されているとともに、ＪＰＮＩＣ5（ＶｏＩＰ／Ｓ

ＩＰ相互接続検証タスクフォース）においてＩＰ電話事業者間の相互接続

試験も開始されているところである。 

 

 

                         
3  Session Initiation Protocol 
4  高度通信システム相互接続推進会議（HATS とは、Harmonization of Advanced 

Telecommunication Systems の略） 
5 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（Japan Network Information 

Center） 
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図５－２ ＴＴＣにおけるＳＩＰに関する標準化の現状 
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（２）相互接続で想定される形態 

 

○ 現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話のネットワーク間の相互接続に

ついては、以下のような形態に整理されると考えられる（図５－３参照）。 

 

・パターン１ ＩＰ電話事業者間の直接接続 

ＶｏＩＰ事業者ＡとＶｏＩＰ事業者Ｂとの間を、ＩＰレベ

ルで直接相互接続（ も一般的なケース） 

 

・パターン２ ２次ＩＰ電話事業者との中継接続 

ＶｏＩＰ事業者Ａのサービス提供地域の一部をＶｏＩＰ

事業者Ｃ（２次ＶｏＩＰ事業者）が担っている等の場合で、

ＶｏＩＰ事業者Ａを介することによりＶｏＩＰ事業者Ｂ

と接続 

 

・パターン３ 他ＩＰ電話事業者経由での接続 

ＶｏＩＰ事業者ＣとＶｏＩＰ事業者Ｂが、ＶｏＩＰ事業者

Ａを介することにより接続を実現（ネットワーク構成としては

パターン２と同様。一般的ではないと考えられるが、接続協定等にお

けるＶｏＩＰ事業者ＢとＶｏＩＰ事業者Ｃの関係に考慮したもの） 
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図５－３ 次世代ＩＰ電話における相互接続形態 
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○ また、次世代ＩＰ電話と現行の固定電話のネットワーク間の相互接続に

ついても考慮する必要があるが、その際、次世代ＩＰ電話に係るＶｏＩＰ

事業者（Ａ、Ｂ）がそれぞれ固定電話網に接続するケース、他のＶｏＩＰ

事業者を経由して固定電話網に接続するケースが想定される。 

 

○ さらに、現行の０５０ＩＰ電話が主に想定されるが、ＩＳＰ経由による

接続も考慮する必要があり、ＶｏＩＰ事業者相互間の接続のみならず、Ｖ

ｏＩＰ事業者－ＩＳＰ事業者間、ＩＳＰ事業者相互間の接続にあたって、

それぞれ取り決めるべき事項を検討する必要がある（図５－４参照）。 
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図５－４ ＩＰ電話における相互接続形態（ＩＳＰ経由） 
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（３）相互接続実現のために取り決めるべき事項 

 

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間の相互接続にあたって取り決

めるべき事項としては、以下のものが挙げられる。 

 

① サービス毎のインタフェースに関する事項 

（例）プロトコル、符号化方式、暗号化等 

 

② 品質・機能に関する事項 

（例）互いに保証する品質レベル 

重要通信の識別・優先制御 

輻輳時の対応（接続／発信規制、迂回等） 

 

③ 安全性・信頼性に関する事項 

（例）特定ユーザからの大量トラヒック等への対応（判断基準、トラヒ

ック制限等） 

設備障害時の対応（迂回、障害発生の通知等）等 
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④ その他 

（例）課金・精算方式等 

 

図５－５ 相互接続実現にあたって取り決めるべき事項（例） 
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○ また、ＩＰ電話事業者間で相互接続を行う場合も含め、ネットワークと

の間の端末の接続性を確保することが必要であり、そのためには、ネット

ワークにおける端末との間のインタフェースの開示や必要な標準化等によ

り、プロトコルなどネットワーク－端末間の仕様の整合が容易に図られる

ことが求められる。 

 

（４）相互接続実現のためにネットワーク側で備えるべき機能 

 

○ 次世代ＩＰ電話におけるＩＰ電話事業者間に係る相互接続にあたっては、

ネットワークにおいて以下のような機能を備えることが必要となると考え

られる。 

（例） 

・プロトコル等の変換 

・トラヒックの監視・制御（パケット流量管理、特定ユーザからの大量ト

ラヒックや不正アクセスの制限等） 

・相互接続ネットワーク間における障害発生時の網の切分け、網状態等の

情報交換 

・消費者保護の観点からの機能（発信者番号偽装表示対策等） 
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図５－６ 相互接続実現のために備えるべきネットワークの機能（例） 
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５．２ 標準化・相互接続を実現する上での課題と必要な体制整備等 

 

（１）標準化・相互接続に当たっての課題 

 

① 標準化の在り方 

 

○ ＩＰ電話については、現在、ＳＩＰ、ＭＧＣＰ6等の呼制御プロトコルに

より提供されているが、事業者間の直接相互接続ではＳＩＰが採用されて

いるのが一般的である。ＩＴＵにおけるＮＧＮの標準化や３ＧＰＰ7におけ

るＩＭＳ8の標準化でも、ＳＩＰを基本プロトコルとして検討が進められて

いるところである。 

 

○ こうしたことを踏まえ、現行の固定電話に代わる次世代ＩＰ電話の相互

接続を実現するにあたっては、ＳＩＰを基本とすることが現時点で適当と

考えられる。また、その際、ＳＩＰについては規定の解釈・実装が必ずし

も統一されていないため、それらの詳細な標準化を進めることが重要であ

る。 

 

○ なお、標準化の重要性とともに、多様な機能・サービスの導入を妨げな

いことも重要であることから、事業者間における同種の機能・サービスの

相互接続にあたっては、標準化のみによらず、個別のプロトコル変換等に

より対応していくことも併せて必要である。ただし、個別の変換による場

合でも、方式等の数とともにその組合せは増大し複雑化することから、標

準化に向けて取組む意義は大きい。 

 

図５－７ 相互接続実現のための対応方法（標準の適用例） 

 

方式Ａ 方式Ａ

方法１

方法2-2

方法2-1

（集中変換）
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全て同一の標準により
相互に直接接続可能

各々が他方式との
変換ゲートウェイを設置

方式Ｂ

方式Ａ

方式Ｃ
方式Ａ

方式Ｂ 方式Ａ 方式Ｃ

Ａが ＢとＣを仲介

方式Ａ 方式Ａ

方法１

方法2-2

方法2-1

（集中変換）

（分散変換）（全て標準化；統一方式）
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各々が他方式との
変換ゲートウェイを設置

方式Ｂ

方式Ａ

方式Ｃ
方式Ａ

方式Ｂ 方式Ａ 方式Ｃ

Ａが ＢとＣを仲介  
                         
6 Media Gateway Control Protocol 
7 The 3rd Generation Partnership Project 
8 IP Multimedia Subsystem 
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② 相互接続性を確保すべき対象 

 

○ 固定電話に代わる次世代ＩＰ電話においては、国民生活に欠かせない電

話サービスとして、発信者電話番号表示等の基本的な付加機能・サービス

の提供においては、全ての事業者間において相互接続が実現されることが

必要と考えらえる。 

 

○ また、ＩＰ電話に機能付加して提供されるテレビ電話等のアプリケーシ

ョンについても相互接続性の確保を図るべきであり、必要な標準化や相互

接続性確認のための取組みが必要である。さらに、このような相互接続試

験の結果を詳細規定に係る国内外の標準化等に適宜反映させることにより、

幅広く事業者間において相互接続性を高めていくことが必要である。 

 

（２）課題解決のために必要な体制整備等 

 

① 相互接続性の確認を円滑に行うための技術的方策 

 

○ ＩＰ電話の相互接続の実現に当たっては、各事業者のＳＩＰプロトコル

についてパラメータの規定の詳細にわたって標準化により統一するといっ

た対応のみによらず、相互接続に係る事業者間で個別にパラメータの相違

を変換する等の対応により接続性の確保を図ることも必要である。 

 

○ いずれの対応の場合も、当該事業者において既に導入されている全ての

機種の端末間について相互接続性を確認することが必要であるが、端末間

の相互接続性の確認は、事業者において多大な時間と費用を要するもので

あり、利用者における多様なサービスの利用機会を損なう要因となり得る

ものである。 

 

○ こうした観点から、特にＩＰ電話に係る相互接続性の確認について、円

滑かつ効率的に実現するための、プロトコル解析・検証技術の開発や相互

接続試験の実施体制の整備等の技術的な基盤整備が必要である。 

 

○ また、急速な技術革新に対応するため、このような基盤整備も通じて、

標準化と相互接続試験に関して、①標準化計画の策定（見直しを含む）、②

標準の策定（標準化）、③相互接続試験の実施、④接続における問題点の抽

出、というサイクルを構築し、かつ、このサイクルが円滑・迅速に進むよ

うにすることが極めて重要である。 
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図５－８ 標準化・相互接続試験を巡るサイクル 

 

標準化計画の
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TestCheck

Plan
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② 相互接続性の確保等に係る推進体制 

 

○ ＴＴＣにおいて詳細な標準化が実施されており、また、ＨＡＴＳ推進会

議やＶｏＩＰ推進協議会、ＪＰＮＩＣ（ＶｏＩＰ／ＳＩＰ相互接続検証タ

スクフォース）において相互接続試験が実施されているが、次世代ＩＰネ

ットワーク全体としてネットワーク間・端末間の相互接続性の確認を円滑

に行うための相互接続試験の実施や体制整備等が必要である。 

 

○ その際、こうした標準化や相互接続試験においては、ネットワーク／端

末間の機能分担・連携に係る相互接続性・運用性確保の観点からも、事業

者、端末等ベンダーの緊密な連携が必要である。 

 

○ このほか、相互接続時を含む品質の確保に関連して、各ネットワークの

品質を中立的に評価する方法や体制についても検討が必要と考えられる。 
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第６章 

 

オールＩＰ化の実現に向けた個別課題④ 

（その他の主要課題） 
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第６章 オールＩＰ化の実現に向けた個別課題④（その他の主要課題） 

 

以上のほか、次世代ＩＰネットワークについては、インターネットの共通基

盤、電気通信番号、無線等との関連で課題が挙げられる。 

 

（１）インターネットの共通基盤に関する課題 

 

○ インターネットにおける多様なサービスが、ＤＮＳ（Domain Name System）

に代表される共通基盤を利用して提供されているが、その機能提供に関し

て、誰がどのような役割や責任を担うべきかについて明確化の必要性等が

指摘されている。 

 

○ ＤＮＳについては、その登録されている情報の信頼性についても問題が

指摘されており、上述の機能提供に係る役割・責任との関係も含めて、情

報の正確性をどのように確保していくか、共通基盤としての品質・信頼性

をいかに向上させていくかについて、今後、議論が必要な課題であると考

えられる。 

 

（２）ＩＰネットワークのプラットフォーム機能等に関する課題 

 

○ インターネットの利用において、ユーザの認証・ＩＰアドレス付与、課

金・決済等のプラットフォーム機能は、インターネット接続事業者（ＩＳ

Ｐ）により提供され、当該機能を通じることにより、ユーザは、プラット

フォーム上で展開される多様なサービスを利用・選択可能となっている。 

 

○ 他方、ＩＰネットワークにおいて、ＩＰｖ６の導入が進みつつあるが、

ＩＰｖ６においては、端末がアクセス系事業者との間で、ＩＳＰの機能に

よらず直接、認証やＩＰアドレス付与等を受けられる仕組みが、ＩＰｖ４

とは異なり容易に実現可能となっている。 

 

○ 通信インフラがアクセス系まで含めてオールＩＰ化した次世代ＩＰネッ

トワークにおいて、ＩＰｖ６との関係も含め、ユーザが多様なサービスを

受けられる基盤を提供するプラットフォーム機能の在り方、その際のＩＳ

Ｐに求められる役割、機能等についても、今後、議論が必要と考えられる。 
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図６－１ ＩＰネットワークのレイヤ構造（イメージ図） 
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（出所）ＪＡＩＰＡ資料より作成 

 

（３）ＩＰネットワークにおける基幹網の光化に関する課題 

 

○ 次世代ＩＰネットワークにおいては、大容量かつ高品質な多様なサービ

スの提供が要求されることとなる。トラヒックの大容量化に対応して基幹

網において光ネットワークが採用された場合、品質や信頼性の確保のため

光波長ベースでのパスの設定や切替といった制御が必要になる。 

 

○ しかしながら、光ネットワーク上でのパス制御については、設定や切替

に係る時間の点から制御の柔軟性の向上が目指されているところであり、

インターネットを含めＩＰネットワークにおいて多様なアプリケーション

やトラヒックに柔軟に対応できるよう、制御の時間の短縮等のための研究

開発を進める一方、ＩＰによるルーティングと波長パス制御との組合せ等

による、光ネットワークと親和性の高いネットワークアーキテクチャにつ

いての検討等が必要と考えられる。 

 

（４）固定電話の番号ポータビリティに関する課題 

 

○ 固定電話において実現されている番号ポータビリティ（ＮＴＴ固定電話

から、０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話を含む他事業者の固定電話）については、現行

では、ＮＴＴの固定電話網に依存する方式がとられている。現行の固定電
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話に代わる次世代ＩＰ電話に係る番号ポータビリティについては、ＩＰ化

に対応した適切な方式を検討することが必要である。 

 

○ また、固定電話の番号ポータビリティについては、ＮＴＴ固定電話から

他事業者の固定電話への変更においてのみ実現されているが、今後、双方

向の番号ポータビリティの実現についても検討を行っていく必要がある。 

 

図６－２ 固定電話における現行の番号ポータビリティ 
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（５）固定・移動のシームレスな利用に関する課題 

 

○ 宅内や企業内では固定通信、屋外では移動通信によりシームレスに利用

できるサービスが出現しつつあるが、次世代ＩＰネットワークにおいて、

こうしたサービスをサポートし、ユビキタスアクセスを実現するために必

要な接続性の確保が重要である。 

 

○ また、固定通信、移動通信をユーザの利用環境に応じて適切に利用でき

るとともに、これをユーザが一つの電気通信番号により利用可能とするた

めの検討が必要との指摘もあるところであり、今後、具体的なシステムや

サービスイメージを踏まえて、具体的な番号について早期に検討すること

が必要である。 
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図６－３ 固定・移動のシームレスな利用イメージ（例） 

 

固定・移動融合ネットワーク

屋 内 屋 外

無線ＬＡＮ等 基地局
基地局

固定通信 移動通信

固定・移動融合ネットワーク

屋 内 屋 外

無線ＬＡＮ等 基地局
基地局

固定通信 移動通信

 

 

（６）ワイヤレスブロードバンドサービス環境の構築 

 

○ ワイヤレスブロードバンドサービスについては、新たなシステムの開発

等様々な取組みがなされているところであるが、今後、こうしたワイヤレ

スブロードバンドサービスの普及推進方策について、早期に検討すること

が必要である。 

 

○ また、ワイヤレスブロードバンドサービスを実現する具体的なシステム

についても様々な検討が行われているが、それらの利用イメージを明確化

した上で、必要な要件を整備していくことが必要である。 

 

図６－４ ワイヤレスブロードバンドの代表的な利用イメージ 

 

④④ 有 線 よ り も 簡 易 に 接 続 を 確 立 す る た め の有 線 よ り も 簡 易 に 接 続 を 確 立 す る た め の
近 距 離 無 線 通 信近 距 離 無 線 通 信 （ （ 例 ） 情 報 家 電 ）

①① ユ ー ザ ー が 場 所 を 意 識 す る こ と な く 、 ど こ でユ ー ザ ー が 場 所 を 意 識 す る こ と な く 、 ど こ で
も ア ク セ ス 可 能 な 無 線 通 信も ア ク セ ス 可 能 な 無 線 通 信 （ （ 例 ） 携 帯 電 話 ）

③③ 所 要 の 通 信 品 質 を 確 保 す る こ と が で き る所 要 の 通 信 品 質 を 確 保 す る こ と が で き る
無 線 通 信無 線 通 信 （ （ 例 ） 携 帯 電 話 ）

⑥⑥ 有 線 で の 条 件 不 利 地 域 の 通 信 回 線 を 安 価有 線 で の 条 件 不 利 地 域 の 通 信 回 線 を 安 価
に 確 立 す る た め の 無 線 通 信に 確 立 す る た め の 無 線 通 信 （ （ 例 ） F W A ）

② 必 要 に 応 じ て イ ン タ ー ネ ッ ト に 常 時 接 続 が 可 能 と② 必 要 に 応 じ て イ ン タ ー ネ ッ ト に 常 時 接 続 が 可 能 と

な る 無 線 通 信な る 無 線 通 信

（ （ 例 ） 無 線 L A N 、 モ バ イ ル 無 線 M A N ）

⑤⑤ 瞬 時 に ア ド ホ ッ ク 的 な瞬 時 に ア ド ホ ッ ク 的 な 無 線 通 信 網 を 構 築 す る無 線 通 信 網 を 構 築 す る
た め の 無 線 通 信た め の 無 線 通 信 （ （ 例 ） IT S 、 セ ン サ ー ネ ッ ト ワ ー ク ）

車 同 士 の 直 接 の 通 信
に よ る デ ー タ 交 換

前 方 優 先 車 線
進 行 車 両 有 り

近 づ き 過 ぎ で す
車 線 変 更 し ま す

交 差 点 進 入 し ま す 。

（ 例 ） ワ イ ヤ レ ス に よ る 車 の 通 信
・ 速 度 情 報 、 ブ レ ー キ ン グ 情 報 、 路 面 情 報 等 の
デ ー タ 交 換 に よ る 事 故 防 止 な ど

⑦⑦ 非 常 時非 常 時 にに 確 実 に 利 用 す る こ と が 可 能 な 無 線確 実 に 利 用 す る こ と が 可 能 な 無 線 通 信通 信

（ （ 例 ） 災 害 対 策 の た め の 無 線 通 信 ）

 
（出所）総務省「ワイヤレスブロードバンド推進研究会」中間報告書（平成１７年４月） 
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第７章 オールＩＰ化に向けた実現方策 

 

７．１ 実現に向けた基本的な考え方 

 

○ 第１章で述べたとおり、u-Japan 政策においては、「２０１０年には世界

先端のＩＣＴ国家として先導する」旨の大目標を設定しているところである。 

 

○ 上記目標を踏まえると、２０１０年頃までには我が国において次世代ＩＰ

ネットワークが本格的に稼働していることが望ましいと考えられ、そのため

には、２０１０年の一定程度前の時期より、そのために必要な環境整備を進

めておくことが重要と考えられる。 

 

○ 具体的には、以下の点について進めていくことが必要である。 

 

① 次節（７．２）に掲げる各事項（課題）について、それぞれ可能な範囲

で目標年次を定めたアクションプランを策定の上、速やかにこれを実行す

ることが適当である。なお、その内容については、環境変化等に応じて適

宜見直しを行っていくことも必要である。 

 

② また、オールＩＰ化に当たっては通信事業者以外にもベンダー、ソフト

事業者等様々な関係者が共通の認識・理解を持って円滑に移行を進めてい

くことが肝要となる。また、ＩＰ化に伴うサービス・機能等の変更も想定

されるところ、その内容によっては予め国民の理解を得ておくことも円滑

な移行を確保する上で重要な事項である。 

したがって、各通信インフラ事業者においては、自らのＩＰ化計画のス

ケジュール及びその具体的な内容について、対外的にもできる限り早期に

オープンにしていくとともに、関係者の意見・要望を可能な範囲内で吸い

上げ、円滑な移行を確保するとの観点から、関係者間で議論する適切な場

が設けられることが望まれる。 
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７．２ 実現のための具体的方策 

 

（１）相互接続の推進 

 

○  現在、ＨＡＴＳ推進会議やＪＰＮＩＣ等においてＶｏＩＰの相互接続

試験が実施されているところであるが、今後、産学官連携のもと、また、

電気通信事業者・ベンダー・関係団体が結集して、エンド・トゥ・エンド

での相互接続試験を充実させることが必要である。 

 

○ したがって、具体的には遅くとも２００５年度中には、これら関係者の

連携により、ＶｏＩＰを含め次世代ＩＰネットワークに係る相互接続試験

を総合的に推進するための適切な体制を立ち上げることが望ましい。 

 

○ 例えば、相互接続に必要な標準化の検討から具体的な試験の実施に至る

までの活動を、次世代ＩＰネットワークにおけるネットワーク／端末の機

能分担・連携等に関する詳細な検討も行いつつ、また、既にＶｏＩＰに関

する標準化や相互接続試験を実施している機関等との連携、ノウハウの活

用等も図りつつ、総合的に推進するための、産学官の参加による新たな連

携の枠組みを設置することが考えられる。 

 

図７－１ 相互接続推進のための新たな体制イメージ 

 

相互接続推進のための新たな体制相互接続推進のための新たな体制

相互接続試験の実施等

関係団体が連携し、ノウ
ハウ等も活かしつつ、相
互接続試験等を実施

産・学・官、事業者、ベン
ダー、関係団体等の参
加・連携のもと、相互接続
試験等を総合的に推進

関係団体

関係団体

関係団体

ベンダー事業者

関係団体

産
官学

相互接続推進のための新たな体制相互接続推進のための新たな体制

相互接続試験の実施等

関係団体が連携し、ノウ
ハウ等も活かしつつ、相
互接続試験等を実施

産・学・官、事業者、ベン
ダー、関係団体等の参
加・連携のもと、相互接続
試験等を総合的に推進

関係団体

関係団体

関係団体

ベンダー事業者

関係団体

産
官学
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（２）制度面・各種ルールの検討①（技術面での規定の整備） 

 

○ オールＩＰ化ネットワーク下における次世代ＩＰ電話の品質の在り方

等については、現行制度の改正が必要であるため、審議会等の場において

早急に検討を進めることが必要である。 

 

○ 事業者、ベンダー等の関係者間における標準化等の検討も進めつつ、制

度的な手当が必要な事項については、２００７年までを目途に行うべきと

考えられる。 

 

（３）制度面・各種ルールの検討②（事業者間の各種ルールの設定） 

 

○ 接続制度においては、ＩＰ電話の普及など音声も含めたネットワークの

オールＩＰ化が進展しつつある状況の中で、中継光ファイバの空き心線不

足への対応、電源容量や空間の制約によりコロケーションができないこと

への対応、光引込線の自前敷設促進といった新たな課題も顕在化してきて

おり、これらについて早急に検討する必要性が生じている。 

 

○ 更に、ネットワークのＩＰ化に伴って進展しつつある光化・モバイル化

の動向も十分に踏まえた上で、接続制度について今一度全般的な点検を実

施し、必要に応じてその見直しを行うことについて、政府において早急に

検討の場を設けることが必要である。 

 

○ 当該検討は、ＮＴＴの電話交換網についての現行接続料算定方式が２０

０７年度まで適用されることを考慮すれば、２００７年度中に上記検討の

結論が得られ、２００８年度より新制度が実施されることが必要である。 

 

○ なお、電気通信事業を取り巻く環境変化に速やかに対応する必要がある

ため、場合によっては、事業者間バイラテラルな協議に基づく方式の暫定

利用、あるいは、上記検討において２００７年度を待たずに結論を得たも

のについては、速やかに順次実施することが適当である。 

 

○ また、上記の動きに並行して、関係事業者間においても事業者間の様々

なルール（複数事業者間で相互接続した際の運用ルール、事業者間精算の

具体的な方法等）について、早期に協議する場を設定し、議論を開始する

ことが望ましい。 
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（４）国際標準化への対応 

 

○ 我が国のブロードバンドは世界で も低廉・高速になったが、ユビキタ

スネット社会の実現のためには、これまでの有線を中心としたブロードバ

ンド化にとどまらず、有線・無線、ネットワークから端末まで、高速で継

ぎ目のないネットワークが必要である。 

 

○ また、次世代ＩＰネットワークが本格稼働する上で、電気通信事業者の

調達する各種設備のコストを勘案すると国際標準化が進んでいることが

望ましく、また、国際競争力の強化の観点からは、我が国発の技術ができ

るだけ多く国際標準化に反映されることが肝要である。 

 

○ 我が国は、現時点では、ブロードバンド化やモバイルの高機能化では進

んでいるが、次世代ＩＰネットワークの実現には、それに加えてネットワ

ークアーキテクチャ、フォトニックネットワーク、セキュリティ、管理・

制御技術等の関連技術を結集していく必要がある。これらは、アプリケー

ション等の他のＩＣＴ開発の基盤となることから、周辺分野への波及効果

は大きい。このため、光、モバイル、デバイス技術等における我が国の強

みを活かしながら、ＮＧＮを含め国際標準化で世界をいかにリードして行

けるかが、我が国のＩＣＴ産業の将来に大きく影響を及ぼすと考えられる。 

 

○ ＮＧＮに関しては、現在、総務省情報通信審議会及びＴＴＣ内に委員会

が設けられ、連携して活動しているが、ＩＴＵ－ＴでＮＧＮの主要な国際

標準が作成される今会期（２００８年まで）において我が国発の国際標準

の獲得に向けて一層強力に活動を推進することが期待される。また、ＮＧ

Ｎに関するＩＴＵ－ＴとＩＥＴＦの間の一層の標準化協力が検討されて

おり、効率的かつ効果的な標準化のためにこのような動きを推進して行く

ことが非常に重要である。 

 

○ さらに、今後、我が国がこれらの国際標準化活動をリードするため、関

連する基盤技術の開発、国際協力（欧米との連携、日中韓協力等）の推進

等が求められる。 

 

○ なお、ＩＰ電話の実用化において世界的に見ても先進的な位置にあると

考えられる我が国としては、ＮＧＮのみならず、ＩＰ電話の実用化に係る

ノウハウ展開や品質評価の面においても、国際標準化等への積極的な貢献

を推進することが必要と考えられる。 
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（５）研究開発の推進 

 

○ 我が国が世界に先駆けて次世代ＩＰネットワークが本格稼働していると

の前提にたった場合、 

① ＩＰ化の本格化に伴いネットワーク上で発生する様々な問題点の解決 

② 国際競争力の強化 

といった２つの観点から、重点的に取り組むべき事項について、産学官の

リソースを結集して早期に研究開発を開始する等その取組みを強化するこ

とが必要である。 

 

○ 具体的には、上記（４）で述べたとおり、 

・次世代ＩＰネットワークのアーキテクチャ、プロトコル等に関する基盤

技術 

の研究開発のほか、以下の項目の研究開発の早急な実施が望まれる。 

・ＶｏＩＰ等における円滑な相互接続性・運用性確保に資する技術 

・品質確保、輻輳制御等のためのリソース管理、トラヒック監視、品質評

価・管理等に係る技術 

・ルータ、サーバ等ＩＰネットワーク機器の信頼性向上に係る技術 

 

（６）その他望まれる政策的な支援 

 

○ ＩＰ化への移行を促進する観点から、政府は、今後必要に応じ、ＩＰ化

関連投資に対する税制面での優遇措置や財投等を活用した融資等、その他

政策面での支援を推進すべきである。 
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名称 用語解説 掲載頁 

IP(Internet Protocol) インターネットを構成する通信機器が共通に使用する通信プロト

コル。 

1,2,5,7,8,10,18,20,21, 

22,23,24,25,31,32,33, 

34,35,40,41,42,48,51, 

54,71,72,73,77,78,79,81

ブロードバンド 

 

ＤＳＬ（digital subscriber line）、ＦＴＴＨ（fiber-to-the-home）、ＣＡＴＶ

インターネットなどの広帯域のアクセス回線サービスやその帯域

を指す。 

1,5,6,10,12,13,14,16,17,

18,19,20,21,22,25,46,72

80 

ISP ： Internet Service 

Provider 

インターネットへの接続サービスを提供する電気通信事業者。 1,61,62,71 

ユビキタスネットワーク 

 

「いつでも、どこでも、誰でもアクセスが可能」なネットワーク環境。

なお、ユビキタスとは「いたるところに偏在する」という意味のラテ

ン語に由来した言葉。 

2,9,16,17,31,32,33 

FWA 

（Fixed Wireless  

Access） 

準ミリ波帯・ミリ波帯（22GHｚ、26GHｚ、38GHｚ）の電波を利用した、

オフィス・家庭等と電気通信事業者の間を固定型無線で接続する

通信システム。 

 

5 

ＩＰ電話（IP Phone） 通信ネットワークの一部又は全部においてインターネットプロトコ

ル（ＩＰ）技術を利用して提供する音声電話サービス。 

5,6,20,21,36,39,40,41, 

42,43,44,45,46,47,48, 

51,55,59,60,61,62,63, 

65,66,72,73,79,80 

ＤＳＬ(Digital 

Subscriber Line) 

電話用のメタリックケーブルにモデム等を設置することにより、高

速のデジタルデータ伝送を可能とする方式の総称。 

5,13,19 

CATVインターネット ケーブルテレビ用のケーブルを用いて提供するインターネット接

続サービス。これにより高速の常時接続サービスを提供。 

 

5.13,21,22 

ＰＳＴＮ（Public 

Switched Telephone 

Network） 

公衆電話交換網のことで、アナログ電話網やＩＳＤＮ回線網を指

す。末端に電話機をつないで、回線交換方式で相手に接続して音

声通話をするのに使う。データ通信を行なうには、コンピュータと

回線の間にモデムを接続し、データ列と音声信号の相互変換を

行なう必要がある。 

5,22,23,61,72 

広域イーサネット IEEE（米国電気電子技術者協会）802.3委員会により標準化され

たＬＡＮ規格であるイーサネットで使用されているスイッチング・ハ

ブを組み合わせて構築した電気通信サービス 

7 

ＩＰ－ＶＰＮ（Internet 

Protocol-Virtual 

Private Network） 

電気通信事業者の閉域ＩＰ網を経由して構築することによってセキ

ュリティを高めた仮想的な閉域網サービス。 

7,12 
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名称 用語解説 掲載頁 

無線ＬＡＮ 

 

無線を使って構築されるＬＡＮ。通信方式は、２．４ＧＨｚ帯を用い

るＩＥＥＥ８０２．１１ｂ（ 大伝送速度１１Ｍｂｐｓ）や、５．２ＧＨｚ帯を

用いるＩＥＥＥ８０２．１１ａ（ 大伝送速度５４Ｍｂｐｓ）等がある。 

9,74 

ＩＰｖ６（Internet  

Protocol Version 6） 

アドレス資源の枯渇が心配される現行のインターネットプロトコル

（ＩＰ）ＩＰｖ４をベースに、管理できるアドレス空間の増大、セキュリ

ティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの改良を施し

た次世代インターネットプロトコル。 

10,12,18,71 

国際電気通信連合 

（ ITU ： International 

Telecommunication 

Union） 

電気通信に関する国連の専門機関であり、多国間の円滑な通信

を行うため、世界各国が独自の通信方式を採用することによる弊

害の除去、有限な資源である電波の混信の防止、電気通信の設

備が不十分な国に対する技術援助等を実施している。 

14,25,36,40,65 

シームレス

（Seamless） 

 

異なるモノを繋いだとき、その間に繋ぎ目がないこと。異なるモノ

が提供するそれぞれの機能に差分が見られないか、あってもそれ

がユーザの目的、狙いに首尾一貫していることを言う。例えば、モ

ノを通信とし、異なる通信システム間で、ユーザに単一に見える通

信サービスが提供される場合、これを通信のシームレス性と呼

ぶ。他にも、メディア間のシームレス性、ネットワークのシームレス

性、サービスのシームレス性などと用いられる。 

17,18,19,25,33,73,74 

ＶｏＩＰ（Voice over 

Internet Protocol） 

ＩＰネットワーク上における音声データを送受信する技術。ＩＰ電話

やインターネット電話と呼ばれるサービスはこの技術を用いたも

の。 

23,60,61,62,78,81 

ＶｏＩＰ推進協議会 2001年に、ＩＰベースの電話サービス（ＶｏＩＰ）の急速な普及の予想

のもと、関係事業者の相互交流の促進・ＶｏＩＰに関する情報交換・

諸課題の検討等、ＶｏＩＰの健全な発展に資することを目的として、

ＶｏＩＰサービス提供事業者、関連ベンダー等により設置。 

67 

ＷＤＭ（Wavelength 

Division Multiplexing） 

波長の異なる光ビームは互いに干渉しないという性質を利用し、

１本の光ファイバに異なる波長の光を通してチャネルを多重化し、

大容量のデータを双方向で伝送する通信技術。従来のＴＤＭと異

なり、各チャネルが非同期多重されるため、大幅な大容量化が可

能である。 

22 

アーキテクチャ

（Architecture） 

ハードウェア、ＯＳ、ネットワーク、アプリケーションソフトなどの基

本設計や設計思想のこと。元々は建築学における設計術あるい

は建築様式を表していた。 

33,72,80,81 

国際電気通信連合 電

気通信標準化部門 

（ITU-T：ITU 

Telecommunication 

Standardization 

Sector） 

電気通信に関する技術、運用及び料金について研究を行い、電

気通信を世界規模で標準化するとの見地から、技術標準等を定

める勧告の作成などを行っている。 

25,27,80 
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名称 用語解説 掲載頁 

プロトコル（Protocol） 

 

手順の規約。特に通信でデータを送るときの手順を定めた規約を

指す。通信方式や速度の違いにより、様々なプロトコルがあり、コ

ネクタの形状から、データのやり取り、データ圧縮、エラー訂正ま

で含んでいる。インターネットでは「ＴＣＰ／ＩＰ」というプロトコルが

基盤になっており、その上でさらに「ｈｔｔｐ」や「ｆｔｐ」などの用途別の

プロトコルに従って情報の送受信が行われている。 

31,33,62,63,65,66,81 

DoS(Denial of  

Service）攻撃 

標的となるコンピュータやルータに大量のデータを送りつけてシス

テムをダウンさせる攻撃。 

33.51,53 

セキュリティポリシー

（Security Policy） 

企業などの組織において、情報セキュリティを確保するための対

策や体制等を定めた基本方針。 

53 

ＩＰ－ＰＢＸ(IP-Private 

Branch Exchange) 

同一構内のイーサネット網を内線電話網として使用するために必

要なＰＢＸ機能を内蔵したサーバ。ＬＡＮと内線電話網を一元的に

管理・運用できる。 

59 

ＴＴＣ標準 電気通信関連を対象とした国内の標準化団体である情報通信技

術委員会（Telecommunication Technology Committee 略称：ＴＴ

Ｃ）が発行する標準を指す。ＴＴＣはＩＴＵなどの国際的な標準化団

体と直接の関係はないが、ＴＴＣ標準は、ＩＴＵ－Ｔ勧告やＩＳＯ標

準、ＩＥＴＦ標準などの国際標準に準拠して作成されている。 

59 

ＳＩＰ（Session Initiation 

Protocol） 

ＩＰネットワーク上の音声や動画のセッションを接続したり切断した

りするプロトコルで、やりとりされる情報はテキストベースで記述さ

れる。製品への実装が容易であるため、ＳＩＰを利用したＩＰ電話サ

ービスが普及しているが、ＳＩＰサーバ間の相互接続性や転送機

能等の電話付加サービス等を実現するためのＳＩＰの拡張が求め

られており、標準化が進められている。 

59,60,65,66,67 

ＨＡＴＳ推進会議 「高速通信システム相互接続推進会議」の略。1988年に、異なる

通信技術・異なるメーカーの機器を用いた通信ネットワーク間の

相互接続性を確保することを目的に設立した非営利組織。各メー

カーで製造する機器について、直接、国内や海外と相互接続性の

実験を行い、結果をＩＴＵ－Ｔに報告するなどの活動をしている。

HATSは、Harmonization of Advanced Telecommunication System

の略。 

59,67,78 

ＪＰＮＩＣ（Japan 

Network Information 

Center） 

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター。日本国内

でインターネット接続時に必要なＩＰアドレスの割り当て、登録、運

用管理をする組織。 

59,67,78 
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名称 用語解説 掲載頁 

3GPP: 

Third Generation 

Partnership Project 

第３世代移動通信システム「IMT-2000」の仕様作成に携わるプロ

ジェクトグループ。日本、韓国、米国などの通信標準化団体が基

になって結成。当初は、W-CDMA 方式の標準化を推進していた

が、1999 年以降、cdma2000 方式も取り込んだ世界共通規格を策

定している。 

65 

ＭＧＣＰ(Media 

Gateway Control 

Protocol) 

ＩＰネットワークとＰＳＴＮを接続したり、大規模ネットワークを構築

するためのプロトコルであり、ネットワーク側で端末を集中制御す

る。異なるメーカの端末間でも相互接続性が高いが、ネットワーク

機能の拡張性に乏しい。 

65 

DNS 

(Domain name system) 

インターネット上のホスト名（ネットワークに接続されたコンピュー

タを人間が識別しやすいようにつける名前）と IP アドレスを対応さ

せるシステム。全世界の DNS サーバが協調して動作する分散型

データベースである。 

71 

フォトニックネットワー

ク（Photonic Network） 

光技術を総合的に活用した通信回線網。回線のほとんどの部分

で光技術が用いられる。 

80 
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